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「
士
庶
」
考

―
漢
六
朝
の
知
識
人
と
庶
民
の
関
係
に
つ
い
て
―

葭　

森　

健　

介

は
じ
め
に

戦
後
日
本
の
歴
史
学
は
民
衆
支
配
の
基
盤
を
経
済
や
軍
事
に
求
め
て

き
た
。
た
だ
、
東
ア
ジ
ア
で
は
歴
史
上
「
士
」
と
よ
ば
れ
る
支
配
階
層

が
存
在
し
た
。
彼
ら
は
自
身
が
保
有
す
る
文
化･

教
養
に
よ
っ
て
得
ら

れ
た
高
貴
性
を
庶
民
に
認
め
ら
れ
は
じ
め
て
そ
の
地
位
が
保
た
れ
る
。

「
士
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
日
本
の
中
国
史
研
究
で
は
春
秋
戦
国
か
ら

秦
漢
に
か
け
て
は
氏
族
制
の
崩
壊
と
官
僚
制
の
形
成
の
関
わ
り
で
、
魏

晋
南
北
朝
隋
唐
史
研
究
で
は
貴
族
制
と
の
関
係
で
、
宋
代
で
は
唐
宋
変

革
と
科
挙
官
僚
制
の
関
係
で
様
々
な
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
。
さ
ら
に

「
士
」
が
皇
帝
と
庶
民
の
間
に
位
置
す
る
が
故
に
皇
帝
を
中
心
と
す
る

中
央
集
権
専
制
支
配
を
支
え
る
官
僚
と
し
て
の
側
面
と
基
層
社
会
の
指

導
者
と
し
て
の
側
面
と
の
ど
ち
ら
に
重
点
を
置
い
て
捉
え
る
の
か
で
論

争
が
交
わ
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た）

1
（

。
た
だ
、「
士
」
の
存
在
形
態
は
多

様
で
あ
り
、
具
体
的
な
姿
態
も
時
代
と
共
に
変
化
し
て
い
る）

2
（

。
し
か
し

「
士
」
が
時
代
と
共
に
ど
の
様
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
通
史

的
説
明
を
試
み
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

東
京
大
学
出
版
会
五
十
周
年
記
念
出
版
事
業
と
し
て
企
画
さ
れ
た

『
中
国
思
想
文
化
事
典
』
で
は
、「
士
大
夫
」
と
い
う
項
目
が
立
て
ら

れ
、「
士
」「
士
大
夫
」
の
変
遷
を
書
く
こ
と
に
な
っ
た
。
先
秦
を
担
当

し
た
小
倉
芳
彦
は
西
周
か 

ら
春
秋
に
か
け
て
の
邑
の
構
造
と
「
卿
大
夫

士
」
に
つ
い
て
及
び
春
秋
中
期
以
降
戦
国
の
秩
序
の
崩
壊
と
自
ら
の
学

識
や
才
能
に
よ
り
君
主
に
仕
え
る
「
士
」
出
現
に
つ
い
て
述
べ
た
。
一

方
、
宋
代
以
降
を
分
担
し
た
伊
原
弘
は
科
挙
制
度
に
よ
り
官
僚
と
な
っ

た
者
を
「
士
大
夫
」
と
し
て
定
義
し
、
そ
の
特
質
と
近
代
へ
の
展
開
を

名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告　

四
十
四
号　

二
〇
二
〇
年
三
月
発
行

批
評
と
紹
介
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説
明
し
た
。
こ
の
間
を
つ
な
ぐ
役
割
が
私
に
課
せ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、

漢
か
ら
唐
に
か
け
て
の
変
化
を
「
吏
」
と
「
士
」
の
関
係
、
九
品
中
正

制
度
と
貴
族
制
、「
士
」「
庶
」
の
身
分
的
区
分
と
い
っ
た
点
か
ら
説
明

し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
紙
幅
の
関
係
も
あ
っ
て
概
略
を
述
べ
た
に
過

ぎ
ず
、
取
り
組
む
べ
き
課
題
を
多
く
残
し
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。

小
倉
は
先
秦
の
「
士
」
の
変
遷
を
以
下
の
様
に
述
べ
る
。「
士
」
と

い
う
文
字
自
体
は
甲
骨
・
金
文
に
現
れ
て
い
る
。
そ
の
「
士
」
と
は
指

導
的
地
位
に
あ
る
男
子
の
美
称
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る）

3
（

。
そ
し
て
西
周
、

春
秋
時
代
の
都
市
（
邑
）
に
お
い
て
、「
士
」
は
卿
・
大
夫
・
士
と
い

う
身
分
の
一
つ
を
構
成
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
秩
序
に
動
揺
が
生

じ
、
指
導
者
層
か
ら
没
落
す
る
者
が
お
り
、
民
の
中
か
ら
も
一
芸
一
能

に
秀
で
そ
の
才
能
に
よ
り
「
士
」
と
し
て
官
職
を
得
る
者
も
出
て
く

る
。
こ
う
し
た
様
々
な
出
身
の
「
士
」
が
出
現
し
、
君
主
の
側
も
「
礼

賢
下
士
」
の
態
度
を
示
し
つ
つ
、「
士
」
を
官
僚
と
し
て
抱
え
込
む
。

君
主
と
士
の
自
分
の
学
術
・
才
能
を
背
景
に
君
主
か
ら
の
礼
遇
を
期
待

す
る
士
、
ま
た
賢
士
を
抱
え
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
名
声
を
得
よ
う
と
す

る
君
主
と
の
こ
の
関
係
は
相
互
の
取
引
関
係
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
中
で

「
士
」
は
他
の
庶
民
と
は
異
な
る
一
段
高
い
存
在
と
自
覚
し
、
高
度
の

教
養
人
で
あ
る
と
同
時
に
有
能
な
行
政
官
と
し
て
の
「
士
大
夫
」
と

な
っ
た
と
す
る
。
そ
こ
で
学
術
・
才
能
に
よ
っ
て
行
政
を
担
う
こ
と
と

な
っ
た
春
秋
戦
国
に
出
現
し
た
「
士
」
が
秦
漢
か
ら
魏
晋
南
北
朝
の
間

に
ど
う
変
化
し
、
宋
代
以
降
の
科
挙
試
験
を
背
景
と
す
る
「
士
大
夫
」

に
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
再
検
討
し
た
い
。

南
朝
梁
の
沈
約
は
『
宋
書
』
の
恩
倖
伝
の
序
に
お
い
て
「
周
・
漢
の

道
は
智
を
以
っ
て
愚
を
役
し
、
台
隷
は
参
差
を
も
っ
て
等
級
と
な
す
。

魏
晋
以
来
貴
を
以
っ
て
賤
を
役
し
、
士
庶
の
科
は
較
然
と
し
て
弁わ

か

つ
あ

り
」
と
「
智
愚
」
か
ら
「
貴
賤
」
へ
と
い
う
基
準
の
変
化
に
よ
り
魏
晋

以
降
の
「
士
」
と
「
庶
」
の
区
別
が
な
さ
れ
た
と
述
べ
る）

4
（

。
さ
ら
に

『
宋
書
』
王
弘
伝
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
同
伍
犯
法
に
関
す
る
議
論
の
中

で
江
奥
が
「
符
伍
屋
を
比
べ
居
を
隣
に
す
と
雖
ど
も
、
士
庶
の
際
に
至

り
て
は
実
に
自
ず
か
ら
天
の
隔
た
り
あ
り
」
と
発
言
し
、「
士
庶
」
の

身
分
的
な
格
差
は
き
わ
め
て
大
き
い
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た）

5
（

。
六
朝

に
「
士
」
と
「
庶
」
の
区
別
が
出
現
し
た
こ
と
が
宋
代
以
降
の
科
挙
官

僚
の
登
場
を
考
え
る
上
で
ど
の
様
な
意
味
を
持
つ
の
か
。
ま
た
沈
約
が

い
う
「
周
漢
の
道
」
か
ら
魏
晋
の
「
士
庶
の
科
」
へ
の
変
化
と
は
何
を

を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か）

6
（

。
ま
た
、『
史
記
』
か
ら
『
宋
書
』
に
至
る
正

史
を
読
み
比
る
と
『
晋
書
』『
宋
書
』
で
頻
出
す
る
「
士
庶
」
と
い
う

言
葉
が
『
史
記
』
か
ら
『
漢
書
』
に
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
ず
、
代
わ
り
に

「
士
民
」「
吏
民
」
が
目
立
つ
。
こ
れ
を
手
が
か
り
に
「
士
」
が
ど
の
様

な
階
層
を
指
し
、「
吏
」「
民
」「
庶
」
と
ど
の
様
に
関
わ
っ
て
き
た
の
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か
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

一
、「
卿
大
夫
士
庶
人
」
か
ら
「
士
民
」
へ

経
書
の
『
詩
経
』
で
は
男
女
の
愛
を
詠
ん
だ
詩
の
中
に
「
良
士
」

「
士
与
女
」
と
言
う
言
葉
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
の
「
士
」
は
女
性
に
憧

れ
ら
れ
る
立
派
な
男
性
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
小
雅
の
甫
田
の
詩
に

登
場
す
る
「
士
女
」
や
「
髦
士
」
は
曽
孫
氏
一
族
の
男
子
一
般
を
指
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
詩
経
』
に
現
れ
る
「
士
」
と
は
氏
族
共
同
体
の

共
同
体
成
員
と
し
て
生
産
や
軍
事
を
中
心
的
に
担
う
男
性
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る）

7
（

。
そ
の
一
方
で
経
書
で
は
周
代
に
「
卿
・
大
夫
・
士
・
庶

人
」
と
い
う
礼
秩
序
が
存
在
し
て
い
た
と
説
明
さ
れ
る
。
こ
れ
が
理
念

上
の
も
の
か
、
実
際
に
存
在
し
て
い
た
も
の
か
、
そ
れ
の
秩
序
の
実
情

が
ど
の
様
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
り
、
門
外
漢

に
は
判
断
の
つ
き
に
く
い
問
題
で
あ
る
。
た
だ
春
秋
に
至
る
邑
制
国
家

で
は
、「
士
」
は
世
族
と
し
て
邑
の
上
層
に
位
置
し
た
「
卿
大
夫
」
と

は
区
別
さ
れ
な
が
ら
も
、
主
と
し
て
軍
事
を
担
い
、「
国
人
」
層
を
形

成
し
、
邑
の
運
営
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
研
究
者
の
共
通
認
識
と
し

て
確
認
出
来
る
よ
う
で
あ
る）

8
（

。
し
か
し
、
こ
の
邑
を
基
盤
と
す
る
礼
秩

序
に
も
次
第
に
変
化
が
起
こ
る
。
小
倉
は
指
導
者
層
か
ら
没
落
す
る
者

が
出
て
く
る
一
方
で
民
の
中
か
ら
も
一
芸
一
能
に
秀
で
、
そ
の
才
能
に

よ
り
「
士
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
者
が
出
現
し
た
。
そ
の
結
果
「
士
」
と

「
民
」
の
区
別
が
曖
昧
に
な
り
、「
士
」
と
「
民
」
を
あ
わ
せ
「
士
民
」

と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
。

で
は
、
漢
代
で
「
士
民
」
は
ど
の
様
な
使
わ
れ
方
を
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
臥
薪
嘗
胆
の
故
事
で
知
ら
れ
る
呉
越
の
攻
防
に
つ
い
て
『
春
秋

左
氏
伝
』
は
伍
子
胥
の
言
葉
と
し
て
「
句
践
は
能
く
親
し
く
施
し
に
務

め
、
施
は
人
を
失
わ
ず
、
親
し
み
て
労
を
捨
て
ず
」
と
記
す）

9
（

。
一
方
夫

差
に
つ
い
て
は
「
珍
異
是
れ
聚
め
、
観
楽
是
れ
務
め
、
民
を
視
る
こ
と

讎
の
如
く
し
て
之
を
用
う
る
に
日
び
新
た
な
り
。
夫
れ
先
ず
自
ら
敗
る

の
み
」
と
楚
の
公
子
申
（
字
子
西
）
発
言
を
載
せ
る）

10
（

。『
国
語
』
の
越

語
で
は
夫
差
と
の
戦
い
に
敗
れ
た
句
践
が
「
国
人
」
に
敗
戦
の
責
任
を

謝
り
、「
往
く
者
を
送
り
、
来
る
者
を
迎
え
、
民
の
悪に

く

む
と
こ
ろ
を
去

り
、
民
の
足
ら
ざ
る
と
こ
ろ
を
補
」
い
国
力
を
回
復
し
た
。
呉
に
攻
め

込
む
に
当
た
っ
て
は
「
国
の
父
兄
」
に
「
我
匹
夫
の
勇
を
欲
せ
ず
、
そ

の
旅と

も

に
進
み
旅
に
退
く
を
欲
す
る
な
り
。
進
め
ば
則
ち
賞
を
思
い
、
退

け
ば
則
ち
刑
を
思
う
」
と
誓
い
、
こ
れ
に
応
じ
「
国
人
皆
勧
め
、
父
は

そ
の
子
を
勉は

げ

ま
し
、
兄
は
そ
の
弟
を
勉
ま
し
、
婦
は
そ
の
夫
を
勉
ま

し
」
て
、
つ
い
に
越
は
呉
を
滅
ぼ
し
た
と
記
す）

11
（

。『
春
秋
左
伝
』
や

『
国
語
』
で
は
国
を
支
え
た
基
層
の
人
々
を
「
人
」、「
民
」
あ
る
い
は
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「
国
人
」
と
記
す
。『
史
記
』
で
は
呉
へ
の
反
攻
を
誓
っ
た
句
践
に
つ
い

て
、「
会
稽
に
帰
り
て
よ
り
七
年
、
其
の
士
民
を
拊
循
し
、
用
い
て

以
っ
て
呉
に
報
ぜ
ん
と
す
」
と
記
し
、
夫
差
は
伍
子
胥
の
諫
言
を
無
視

し
、
斉
・
晋
と
戦
っ
た
結
果
「
吳
の
士
民
罷
弊
し
、
軽
鋭
は
盡
く
斉
・

晋
に
死
し
、
而
し
て
越
お
お
い
に
呉
を
破
る
」
と
述
べ
る）

12
（

。『
春
秋
左

氏
伝
』『
国
語
』
で
「
国
人
」「
民
」「
人
」
と
さ
れ
た
階
層
を
司
馬
遷

は
「
士
民
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
た
。
先
秦
の
「
卿
大
夫
士
庶
人
」

が
漢
代
で
は
「
士
民
」
と
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

実
際
『
漢
書
』
に
は
文
帝
の
即
位
二
年
目
の
「
朕
宗
廟
を
獲
保
し
、

微
眇
之
身
を
以
っ
て
士
民
君
王
之
上
に
託
す
。
天
下
の
治
乱
は
、
予
一

人
に
在
り
」
と
の
詔
が
載
せ
ら
れ
る）

13
（

。
こ
の
「
託
于
士
民
之
上
」
と
言

う
表
現
は
宣
帝
紀
及
び
夏
侯
勝
伝
に
引
か
れ
る
本
始
四
年
の
地
震
の
際

の
詔
に
も
用
い
ら
れ
る）

14
（

。「
士
民
」
は
漢
の
人
民
全
体
を
対
象
と
す
る

詔
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
諸
侯
王
表
で
は
哀
帝
、
平
帝
に
つ
い

て
「
帷
牆
之
中
に
生
ま
れ
、
士
民
の
尊
ぶ
と
こ
ろ
と
な
ら
ず
」
と
書
か

れ
、「
士
民
」
は
漢
全
土
の
人
民
を
指
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る）

15
（

。『
史

記
』『
漢
書
』
の
東
方
朔
伝
で
は
漢
の
広
大
さ
と
皇
帝
の
下
に
集
ま
る

者
が
多
い
こ
と
を
「
天
地
之
大
、
士
民
之
衆）

16
（

」
と
表
現
し
、『
漢
書
』

梅
福
伝
で
は
「
四
海
之
広
、
士
民
之
数
」
と
広
い
天
下
の
多
く
の
人
民

を
表
し
、
そ
の
声
に
耳
を
傾
け
る
様
に
と
述
べ
る）

17
（

。
つ
ま
り
、
先
秦
の

王
↓<

諸
侯>

↓
卿
↓
大
夫
↓
士
↓
庶
人
と
い
う
社
会
秩
序
は
、
漢

代
に
は
皇
帝
↓
士
↓
民
と
い
う
関
係
に
変
化
し
、
天
下
は
「
士
」
と

「
民
」
の
二
つ
の
階
層
で
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
と
共
に
「
士
」
が
指
し
示
す
階
層
も
変
化
す
る
。

「
士
」
は
元
々
は
邑
の
生
産
や
軍
事
を
に
な
う
支
配
階
層
の
末
端
に
位

置
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
秦
の
商
鞅
の
変
法
以
降
漢
代
ま
で
「
公
士
」

が
二
十
等
爵
の
初
級
の
民
爵
と
し
て
成
人
男
子
に
与
え
ら
れ
た
。
つ
ま

り
「
士
」
と
い
う
言
葉
は
官
僚
あ
る
い
は
支
配
階
級
に
限
定
し
て
使
わ

れ
る
も
の
で
は
な
く
な
る）

18
（

。
民
に
も
生
産
と
共
に
治
安
と
軍
事
的
負
担

を
課
し
、
国
家
へ
の
貢
献
に
応
じ
て
上
級
の
爵
位
を
与
え
、
専
制
国
家

体
制
の
基
盤
に
位
置
づ
け
た
。「
民
」
が
か
つ
て
の
「
士
」
の
役
割
を

担
う
こ
と
で
「
士
」
と
「
民
」
の
境
界
線
は
曖
昧
に
な
る
。
小
倉
が
指

摘
し
た
通
り
、
春
秋
か
ら
秦
漢
に
至
る
段
階
で
従
来
の
「
卿
大
夫
士
」

も
国
へ
の
貢
献
し
た
「
民
」
の
一
部
も
「
士
」
と
し
て
「
民
」
と
共
に

国
家
を
構
成
す
る
要
素
と
な
る
。
こ
の
様
に
し
て
国
家
に
よ
っ
て
天
下

万
民
が
「
士
民
」
と
し
て
把
握
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

二
、
漢
代
に
お
け
る
「
士
」
の
多
様
化

民
の
軍
役
負
担
に
伴
い
、「
士
卒
」「
将
士
」「
士
伍
」
と
い
っ
た
軍
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た
「
士
卒
」
は
卿
大
夫
が
率
い
た
軍
に
氏
族
的
な
紐
帯
に
よ
っ
て
参
加

し
た
「
士
」
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
君
主
に
任
命
さ
れ
た
「
将
」
の
下

で
庶
民
か
ら
徴
発
さ
れ
従
軍
し
た
兵
士
が
「
士
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
る
。「
民
」
が
軍
事
に
参
加
す
る
機
会
が
増
え
る
と
共
に
兵
士
も
庶

民
化
し
て
「
士
卒
」
と
呼
ば
れ
る
「
士
」
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

で
は
、
礼
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
「
卿
大
夫
士
」
の
関
係
は
ど
う
変

化
し
た
の
だ
ろ
う
か
。『
漢
書
』
の
郊
祀
志
上
で
は
「
諸
侯
は
其
の

内
の
名
山
大
川
を
祭
り
、
大
夫
は
門
、
戶
、
井
、
竈
、
中
霤
の
五
祀
を

祭
り
士
庶
人
は
祖
考
の
み
。
各
の
典
礼
有
り
て
、
而
し
て
淫
祀
に
禁
あ

り
」
と
い
う
天
子
、
諸
侯
、
大
夫
、
士
庶
人
の
祭
祀
の
対
象
に
つ
い
て

の
規
定
が
書
か
れ
て
い
る）

23
（

。「
王
侯
卿
大
夫
士
」
と
い
う
階
層
毎
に
葬

礼
の
規
定
の
差
が
あ
る
こ
と
は
『
礼
記
』「
王
制
」
篇
で
も
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
一
方
『
漢
書
』
貨
殖
列
伝
で
は
周
の
礼
が
春
秋
に
至
っ
て
崩

れ
、
諸
侯
、
大
夫
、
士
庶
人
が
身
分
を
わ
き
ま
え
ず
、
八
佾
の
舞
を
私

的
に
行
う
な
ど
礼
秩
序
を
乱
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
農
業
従
事
者

が
減
少
し
穀
物
生
産
が
減
り
、
商
人
が
増
加
し
て
商
品
が
増
え
て
ゆ
く

と
礼
よ
り
経
済
力
が
も
の
を
い
う
様
に
変
化
し
た
か
ら
だ
と
述
べ
る）

24
（

。

つ
ま
り
、「
諸
侯
・
卿
・
大
夫
・
士
・
庶
人
」
の
秩
序
関
係
は
過
去
の

理
想
の
姿
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
実
際
の
社
会
で
は

「
士
」
と
「
庶
人
」
を
峻
別
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た

事
に
関
わ
る
「
士
」
が
史
書
に
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。「
士
」
と

「
卒
」
の
間
に
区
分
が
あ
っ
た
の
か
無
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ま
で
も
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る）

19
（

。『
史
記
』
の

中
で
司
馬
遷
は
劉
邦
が
漢
中
に
赴
く
途
中
「
南
鄭
に
至
り
諸
将
及
び
士

卒
多
く
道
に
亡に

げ
帰
る
。
士
卒
は
皆
な
歌
い
て
東
し
て
帰
る
を
思
う
」、

こ
れ
に
対
し
韓
信
は
「
軍
吏
、
士
卒
は
皆
山
東
の
人
な
り
。
日
夜
跂

つ
ま
さ
き
だ
ちて

帰
る
を
望
む
。
其
鋒
に
及
び
て
こ
れ
を
用
う
れ
ば
以
て
大
功
有
る
べ
し
」

と
劉
邦
に
献
策
し
た
と
記
す）

20
（

。
こ
こ
で
司
馬
遷
は
「
諸
将
」「
軍
吏
」

「
士
卒
」
と
い
う
三
つ
の
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
士
卒
」
は

「
将
」「
吏
」
と
は
区
別
さ
れ
、
軍
隊
の
末
端
で
戦
闘
に
従
事
し
た
者
を

指
す
。
ま
た
『
漢
書
』
の
景
帝
紀
で
は
官
が
管
理
す
る
品
物
を
横
領
し

た
場
合
の
罪
は
「
爵
を
奪
い
士
伍
と
な
し
こ
れ
を
免
ず
」
と
の
規
定
が

載
せ
ら
れ
て
い
る）

21
（

。
こ
の
注
で
は
「
李
奇
曰
く
、
爵
有
る
者
は
之
を
奪

い
、
士
伍
と
為
さ
し
め
、
位
有
る
者
は
官
を
免
ず
る
な
り
、
師
古
曰
く

此
の
説
は
非
な
り
、
其
の
爵
を
奪
い
、
士
伍
と
な
さ
し
め
、
又
そ
の
官

職
を
免
ず
と
は
即
ち
今
の
律
の
い
わ
ゆ
る
除
名
な
り
、
こ
の
士
伍
と
い

う
は
士
卒
の
伍
に
従
う
を
言
う
な
り
」
と
書
か
れ
て
い
る）

22
（

。
李
奇
の
注

釈
は
「
士
伍
」
は
爵
を
奪
わ
れ
た
り
官
を
罷
免
さ
れ
た
り
し
た
者
達
の

身
分
を
指
す
と
す
る
の
に
対
し
、
顔
師
古
は
一
般
兵
士
で
従
軍
す
る

「
士
卒
」
の
こ
と
と
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。
秦
漢
帝
国
で
軍
事
を
担
っ
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だ
、小
倉
の
学
芸
と
才
能
に
よ
っ
て
「
吏
」
と
し
て
行
政
を
担
う
「
士
」

「
士
大
夫
」
が
出
現
し
、「
民
」
の
上
に
立
つ
地
位
を
得
た
と
の
指
摘
に

も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

春
秋
戦
国
の
社
会
変
動
は
支
配
者
層
の
「
卿
大
夫
」
と
「
士
」
の
区

別
を
も
揺
り
動
か
し
た
。
こ
れ
を
端
的
に
表
す
の
が
、
魯
の
荘
公
十
年

に
起
こ
っ
た
斉
と
魯
の
戦
い
に
お
け
る
曹

の
故
事
で
あ
る
。
士
と
し

て
従
軍
し
た
曹

は
作
戦
を
担
っ
た
卿
大
夫
に
つ
い
て
「
肉
食
す
る
者

は
鄙ひ

く

し
、
未
だ
遠
謀
あ
る
能
わ
ず
」
と
批
判
し
、
荘
公
に
面
会
を
求

め
、
策
を
進
言
し
た
。
さ
ら
に
戦
場
で
は
公
と
同
じ
戦
車
に
乗
り
、
実

質
上
軍
を
指
揮
し
た
と
い
う
記
事
が
『
春
秋
左
氏
伝
』
に
載
る）

25
（

。
こ
の

故
事
は
、
春
秋
の
初
め
に
は
、
卿
大
夫
が
そ
れ
ぞ
れ
軍
備
を
整
え
、
諸

侯
の
下
で
戦
争
の
指
揮
を
執
る
の
で
な
く
、「
士
」
で
あ
っ
て
も
兵
法

に
優
れ
た
者
が
戦
場
で
「
卿
大
夫
」
に
代
わ
り
軍
を
指
揮
す
る
様
に

な
っ
た
こ
と
を
示
す
。
さ
ら
に
、
戦
国
の
孟
嘗
君
の
鶏
鳴
狗
盗
の
故
事

は
、
身
分
の
低
い
者
で
も
一
芸
一
能
に
秀
で
て
い
れ
ば
食
客
に
な
り
、

「
士
」
と
し
て
主
君
か
ら
処
遇
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る）

26
（

。
知

識
と
い
う
個
人
的
な
資
質
を
持
つ
「
士
」
が
社
会
の
運
営
を
担
う
と
い

う
思
想
は
荀
子
や
孟
子
の
諸
子
に
よ
っ
て
も
唱
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

「
士
」
を
「
心
を
労
す
る
者
」
と
し
、「
庶
」
を
「
力
を
労
す
る
者
」
と

す
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
う
し
た
発
想
は
、『
漢
書
』
の
食
貨
志
序
文

で
は
「
士
農
工
商
、
四
民
業
有
り
。
学
び
て
以
て
位
に
居
る
を
士
と
曰

い
、
土
を
闢
き
穀
を
殖
う
る
を
農
と
曰
い
、
巧
を
作
り
器
を
成
す
を
工

と
曰
い
、
財
を
通
じ
貨
を
鬻
ぐ
を
商
と
曰
う
」
と
定
義
さ
れ
る）

27
（

。
つ
ま

り
職
業
に
よ
る
社
会
分
業
を
前
提
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
職
業
を
持
つ
民

が
力
を
出
し
合
っ
て
は
じ
め
て
天
下
国
家
の
安
定
的
な
秩
序
が
成
り
立

つ
と
の
考
え
方
で
あ
る）

28
（

。
こ
の
「
四
民
分
業
」
の
思
想
は
「
士
」
は
学

芸
に
よ
っ
て
政
治
・
行
政
に
携
わ
る
者
で
あ
っ
て
、
肉
体
労
働
者
の

「
農
」「
工
」「
商
」
の
「
庶
」
と
を
区
別
す
る
。
ま
た
、
同
じ
「
士
」

で
も
軍
事
を
担
当
す
る
「
士
卒
」
と
も
異
な
る
階
層
で
あ
る
。「
士
」

は
「
学
び
て
以
て
位
に
居
」
り
、
出
自
と
は
関
係
な
く
、
知
識
、
教

養
、
倫
理
と
い
う
個
人
的
な
資
質
に
よ
っ
て
国
の
行
政
を
担
う
役
割
を

果
た
す
。
つ
ま
り
、
家
柄
に
よ
っ
て
そ
の
地
位
を
得
た
「
卿
大
夫
」
で

は
な
く
、
こ
の
個
人
的
な
能
力
に
よ
り
「
士
」
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で

優
秀
な
者
が
国
家
の
中
枢
を
に
な
う
様
な
社
会
に
変
化
し
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
が
、
沈
約
の
言
う
「
智
を
以
っ
て
愚
を
役
す
」
と
い
う
「
周

漢
の
道
」
で
は
な
か
ろ
う
か
。

で
は
「
愚
」
に
対
す
る
「
智
」
と
は
何
か
。
先
行
研
究
に
お
い
て

も
、
墨
子
の
「
尚
賢
」
思
想
や
官
僚
制
の
成
立
と
の
関
係
に
注
目
し
て

議
論
さ
れ
て
き
た）

29
（

。
漢
で
は
「
賢
士
大
夫
」
を
官
僚
と
し
て
登
用
し
、

彼
等
の
力
で
天
下
を
治
め
よ
う
と
す
る
議
論
が
繰
り
返
し
な
さ
れ
る
。
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た
と
え
ば
、
文
帝
が
百
官
の
意
見
を
聴
取
す
る
理
由
を
「
則
ち
天
下
の

賢
士
大
夫
を
致
さ
ん
と
欲
す
れ
ば
な
り
」
と
丞
相
申
屠
嘉
に
説
く
袁

の
言
葉）

30
（

、「
賢
士
大
夫
を
貢
薦
し
、
多
く
其
の
助
く
る
者
を
得
」
と
い

う
朱
邑
の
行
動）

31
（

は
そ
れ
を
象
徴
的
に
表
し
て
い
る
。
こ
の
「
賢
士
大

夫
」
は
「
賢
士
」
と
「
大
夫
」
で
は
な
く
、「
賢
」
で
あ
る
「
士
大
夫
」

と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
士
大
夫
」
は
皇
帝
の
意
を
汲
ん
で
皇
帝

を
支
え
統
治
を
円
滑
に
支
え
る
た
め
不
可
欠
な
存
在
と
な
っ
た
。
宣
帝

は
元
康
二
年
正
月
の
詔
書
で
「
今
吏
は
身
を
修
め
法
を
奉
る
も
、
未
だ

朕
の
意
に
称か

な

う
こ
と
有
ら
ず
。
朕
甚
だ
愍お

も

う
。
其
れ
天
下
に
赦
し
、
士

大
夫
と
厲
精
更
始
せ
ん
」
と
「
士
大
夫
」
と
共
に
天
下
を
治
め
よ
う
と

す
る
決
意
を
し
め
し
た）

32
（

。
さ
ら
に
儒
教
が
国
家
の
統
治
理
念
の
基
本
と

さ
れ
る
と
「
文
学
」
が
官
僚
の
資
質
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
る
。『
史
記
』

及
び
『
漢
書
』
の
儒
林
伝
の
序
文
で
は
公
孫
弘
が
学
官
と
な
り
博
士
・

太
常
を
設
置
し
、
儒
学
に
よ
る
教
育
を
興
し
た
こ
と
で
、「
此
よ
り
以

来
、
則
ち
公
卿
大
夫
士
吏
彬
彬<

『
漢
書
』
は
斌
斌>

と
し
て
文
学

の
士
多
し
」
と
い
う
状
況
を
将
来
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る）

33
（

。

「
公
卿
大
夫
士
吏
」
と
は
諸
侯
、
列
侯
、
士
や
吏
ま
で
皇
帝
の
下
で
国

家
の
運
営
を
担
っ
た
官
吏
全
体
を
指
し
、
儒
学
に
よ
る
教
育
を
振
興
と

共
に
学
識
を
持
っ
た
「
文
学
之
士
」
が
官
僚
と
し
て
漢
代
の
国
家
や
社

会
の
運
営
一
翼
を
担
う
こ
と
を
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
漢

代
に
お
い
て
は
「
士
大
夫
」
は
文
官
だ
け
に
限
定
で
き
な
い
と
こ
ろ
も

あ
る
。
呉
楚
七
国
の
乱
を
平
定
し
た
景
帝
は
反
乱
を
起
こ
し
た
諸
王
を

断
罪
す
る
詔
書
の
中
で
「
今<

膠
西
王
劉>

卬
等
又
た
重
逆
無
道
に

し
て
、
宗
廟
を
焼
き
御
物
を
鹵う

ば

い
、
朕
甚
だ
之
を
痛
む
。
朕
は
素
服
に

し
て
正
殿
に
避
く
。
将
軍
は
其
れ
士
大
夫
に
勧
め
反
虜
を
撃
て
」
と
述

べ
る）

34
（

。
こ
の
「
士
大
夫
」
は
将
軍
に
従
い
反
乱
平
定
に
赴
い
た
軍
人
を

指
す
。
ま
た
、『
史
記
』
田
叔
伝
に
は
褚
少
孫
が
田
仁
と
任
安
の
人
物

に
つ
い
て
語
っ
た
文
章
が
附
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
武
帝
に
任
安
と

の
優
劣
を
問
わ
れ
た
田
仁
が
「
桴
鼓
を
提
げ
、
軍
門
を
立
て
、
士
大
夫

を
し
て
死
を
楽
し
み
て
戦
闘
せ
し
む
る
こ
と
仁
は
任
安
に
及
ば
ず
」
と

答
え
た
と
記
さ
れ
る）

35
（

。
田
仁
も
任
安
も
そ
の
後
匈
奴
と
の
戦
に
参
加
す

る
。
つ
ま
り
漢
で
は
行
政
・
軍
事
を
問
わ
ず
国
家
運
営
に
当
た
る
官
僚

す
べ
て
を
「
士
大
夫
」
と
呼
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。

漢
代
に
は
民
か
ら
兵
士
と
し
て
徴
発
さ
れ
軍
事
を
担
っ
た
「
士
卒
」、

個
人
の
才
能
に
よ
っ
て
皇
帝
を
補
佐
し
、
国
家
を
支
え
る
官
僚
と
な
っ

た
「
士
大
夫
」
等
多
様
な
「
士
」
と
呼
ば
れ
る
階
層
が
登
場
す
る
。
た

だ
、「
士
大
夫
」
は
軍
事
・
行
政
両
面
を
に
な
い
、
宋
代
以
降
の
「
士

大
夫
」
の
よ
う
な
文
化
的
素
養
を
持
っ
た
知
識
人
に
限
定
さ
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
兵
士
と
し
て
徴
発
さ
れ
た
「
士
」
の
登
場
、
官
僚
と
し

て
国
家
の
統
治
機
構
を
支
え
る
「
士
大
夫
」
の
登
場
は
、
秦
漢
以
降
の



－ 54 －

中
央
集
権
的
な
政
治
体
制
の
成
立
と
対
応
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
漢
代
の
「
士
民
」
の
「
士
」
に
は
知
識
人
だ
け
で
は
な
く
、

官
僚
、
兵
士
ま
で
幅
広
い
様
々
な
階
層
が
含
ま
れ
、
皇
帝
の
下
で
「
民
」

と
一
体
と
な
っ
て
「
士
民
」
と
し
て
国
家
を
支
え
て
い
た
の
で
は
な
い

か
。
た
だ
、『
漢
書
』
で
は
万
民
を
指
す
言
葉
と
し
て
「
士
民
」
よ
り

遙
か
に
多
く
使
わ
れ
る
の
が
「
吏
民
」
で
あ
る
。

三
、
漢
代
の
「
吏
民
」

「
吏
民
」
は
皇
帝
の
側
か
ら
の
詔
勅
に
よ
る
命
令
や
賜
与
の
対
象
と

し
て
多
く
用
い
ら
れ
る
。
文
帝
が
亡
く
な
っ
た
時
の
遺
詔
に
は
「
其
れ

天
下
の
吏
民
に
令
し
，
令
到
れ
ば
出
臨
す
る
こ
と
三
日
に
し
て
，
皆
服

を
釈
く
」
と
あ
る
。
帝
崩
御
の
通
知
が
届
い
て
か
ら
天
下
の
「
吏
民
」

は
三
日
間
の
哭
礼
の
後
、
喪
を
解
く
よ
う
に
と
指
示
し
た
内
容
で
あ

る）
36
（

。
ま
た
、
昭
帝
の
始
元
五
年
に
詔
に
「
中
二
千
石
以
下
吏
民
に
至
る

ま
で
爵
を
賜
う
。
各
の
差
あ
り
」
と
書
か
れ）

37
（

、
元
封
二
年
の
建
章
宮
か

ら
未
央
宮
へ
の
移
転
に
当
た
っ
て
は
「
吏
民
の
牛
酒
を
献
ず
る
者
は
帛

を
賜
う
、
人
ご
と
に
一
匹
」
と
皇
帝
か
ら
の
賜
爵
や
賜
与
の
対
象
と
し

て
も
「
吏
民
」
が
使
わ
れ
る）

38
（

。
ま
た
元
鼎
二
年
に
江
南
に
災
害
が
あ
っ

た
際
の
「
吏
民
の
飢
民
を
振
救
し
其
のく

る
し
みを

免
れ
し
む
者
有
ら
ば
，
具

に
挙
げ
て
以
て
聞
せ
」、
元
封
五
年
に
十
三
部
州
刺
史
を
設
置
し
た
時

の
「
其
れ
州
郡
に
令
し
吏
民
の
茂
材
、
異
等
有
る
を
察
せ）

39
（

」、
元
狩
三

年
の
「
吏
民
の
能
く
貧
民
に
仮
貸
す
る
者
は
名
を
以
て
聞
せ）

40
（

」
と
い
っ

た
詔
で
は
地
方
の
有
能
な
者
や
徳
行
の
有
っ
た
「
吏
民
」
を
皇
帝
に
報

告
せ
よ
と
命
じ
て
い
る
。
漢
で
は
皇
帝
の
詔
は
「
吏
」
と
「
民
」
す
べ

て
を
対
象
と
し
て
発
せ
ら
れ
て
い
る
。
で
は
な
ぜ
「
士
」
と
「
民
」
で

は
な
く
「
吏
」
と
「
民
」
な
の
だ
ろ
う
か
。「
士
」
は
元
々
氏
族
制
社

会
の
礼
秩
序
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
た
が
春
秋
戦
国
を
経
て
個
人
的

資
質
よ
り
社
会
に
貢
献
す
る
官
吏
も
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。
と
は
い
え

皇
帝
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
存
在
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
「
吏
」
は

皇
帝
か
ら
任
命
さ
れ
秩
禄
を
授
か
る
官
吏
を
指
す
。
皇
帝
を
頂
点
と
す

る
行
政
機
構
が
皇
帝
↓
吏
（
官
僚
）
↓
民
と
い
う
秩
序
を
生
み
出
す
。

詔
を
発
し
て
政
策
を
遂
行
す
る
に
当
た
っ
て
は
「
吏
」
か
ら
「
民
」
へ

と
い
う
関
係
が
重
要
に
な
る
。
さ
ら
に
「
吏
」
↓
「
民
」
の
関
係
は
、

皇
帝
の
全
国
統
治
だ
け
で
な
く
地
方
政
治
に
お
い
て
も
重
要
な
意
味
を

持
つ
。
特
に
循
吏
伝
で
は
地
方
長
官
と
現
地
の
「
吏
」「
民
」
に
つ
い

て
の
記
述
が
目
立
つ
。
文
翁
が
蜀
の
太
守
と
な
り
、
学
官
を
整
備
し
、

そ
の
治
下
の
県
の
子
弟
を
教
育
し
、
優
秀
な
者
を
「
郡
県
の
吏
」
と
し

た
。
そ
の
姿
を
「
県
邑
の
吏
民
は
見
て
之
を
栄
と
す
」
る
と
よ
う
に
な

り
、
多
く
の
学
生
が
集
ま
っ
た
と
い
う
。
文
翁
が
亡
く
な
る
と
「
吏
民
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は
為
に
祠
堂
を
立
て
、
歲
時
の
祭
祀
は
絶
え
ず）

41
（

」
と
記
さ
れ
る
。
南
陽

太
守
と
な
っ
た
召
信
臣
は
白
河
の
水
利
工
事
に
よ
り
農
業
を
振
興
し
、

「
吏
民
は
信
臣
を
信
愛
し
、
之
を
号
し
て
召
父
と
曰
う
」
と
記
さ
れ
る）

42
（

こ
の
様
に
地
方
官
と
治
下
の
「
吏
民
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
記
述
も

多
い
。
つ
ま
り
、
皇
帝
↓
「
吏
」
↓
「
民
」
と
共
に
地
方
官
で
あ
る

「
吏
」
↓
現
地
の
「
吏
」
↓
「
民
」
と
い
う
関
係
が
併
存
す
る
。

『
漢
書
』
の
百
官
公
卿
表
は
県
令
、
県
長
以
下
の
官
職
に
つ
い
て

「
皆
丞
・
尉
有
り
、
秩
四
百
石
よ
り
二
百
石
に
至
る
ま
で
是
れ
長
吏
と

為
す
。
百
石
以
下
斗
食
・
佐
史
之
秩
有
り
、
是
れ
少
吏
と
為
す
」
と
記

す）
43
（

。
す
な
わ
ち
一
般
的
な
郡
県
で
は
郡
守
、
郡
丞
、
郡
尉
、
県
令
、
県

丞
、
県
尉
の
長
吏
と
、
百
石
以
下
の
俸
禄
を
与
え
ら
れ
て
住
民
の
教

化
、
訴
訟
、
賦
税
の
徴
収
、
盗
賊
の
取
り
締
ま
り
に
当
た
る
亭
長
、
郷

の
三
老
、
嗇
夫
、
游
徼
等
の
小
吏
も
「
吏
」
と
呼
ば
れ
る
。『
漢
書
』

に
記
さ
れ
る
小
吏
は
こ
れ
だ
け
だ
が
、『
後
漢
書
』
百
官
志
に
は
県
丞

の
下
に
諸
曹
掾
史
が
お
か
れ
た
と
記
さ
れ
る
。
さ
ら
に
注
に
引
用
さ
れ

る
応
劭
の
『
漢
官
』
で
は
首
都
の
洛
陽
の
事
と
し
て
洛
陽
令
の
下
に

丞
、
孝
廉
左
尉
、
孝
廉
右
尉
、
治
下
の
郷
に
は
獄
史
、
佐
史
、
郷
佐
、

令
史
、
嗇
夫
、
官
掾
史
、
幹
小
史
、
書
佐
、
脩
行
と
い
う
官
が
あ
り
，

吏
員
は
七
百
九
十
六
人
、
内
十
三
人
が
四
百
石
だ
っ
た
と
記
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
後
漢
の
洛
陽
県
の
役
所
に
は
七
百
八
十
三
人
の
小
吏
が
い
た

こ
と
に
な
る）

44
（

。
こ
れ
は
後
漢
の
首
都
洛
陽
の
こ
と
で
前
漢
の
地
方
も
同

様
だ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
地
方
政
府
に
は
一
定
数
の
小
吏
が
い

た
こ
と
に
な
る
。
宇
都
宮
清
吉
は
「
民
」
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
一
定
の

政
治
的
責
任
者
た
る
「
三
老
」
が
仲
介
者
と
な
り
皇
帝
権
が
「
民
」
の

世
界
に
介
入
で
き
た
と
指
摘
し）

45
（

、
こ
れ
を
承
け
て
鷹
取
祐
司
は
前
漢
初

期
に
お
い
て
は
郷
里
を
率
い
て
い
る
の
は
父
老
で
あ
り
、
彼
等
が
小
吏

の
郷
三
老
に
選
ば
れ
て
い
た
と
す
る）

46
（

。
ま
た
、
増
淵
龍
夫
は
後
漢
の
巴

郡
太
守
張
納
の
頌
徳
碑
の
碑
陰
に
巴
郡
の
掾
史
七
十
二
名
の
名
前
が
あ

り
、
内
三
十
六
人
が
『
華
陽
国
志
』
に
記
載
さ
れ
る
出
身
県
の
大
姓
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
地
元
の
有
力
者
が
掾
史
と
し
て
地
方
行
政
を
支

え
、
自
律
的
秩
序
を
築
い
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る）

47
（

。
後
漢

に
な
る
と
地
方
で
も
「
豪
」
の
文
字
が
冠
せ
ら
れ
る
有
力
層
が
形
成
さ

れ
、
彼
等
は
「
掾
史
」
な
ど
の
小
吏
と
な
る
こ
と
で
国
家
と
地
元
を
繋

ぐ
役
割
を
担
う
。
と
す
れ
ば
、
張
納
碑
が
郡
の
掾
史
に
よ
っ
て
建
て
ら

れ
た
よ
う
に
、
地
方
官
に
教
化
さ
れ
た
り
、
属
官
に
採
用
さ
れ
た
故
吏

が
地
方
官
と
「
民
」
と
の
間
を
結
び
つ
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で

は
な
い
か
。

つ
ま
り
、
漢
代
は
皇
帝
↓
中
央
の
官
僚
（
長
吏
）
と
共
に
中
央
か
ら

地
方
に
派
遣
さ
れ
る
地
方
官
（
長
吏
）
↓
地
方
に
在
住
の
官
吏
（
小
吏
）

↓
民
と
い
う
皇
帝
と
「
吏
」
と
「
民
」
の
関
係
で
国
家
の
統
治
が
維
持
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さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
皇
帝
は
長
吏
、
小
吏
を
含
む
す
べ

て
の
「
吏
」
と
「
民
」
を
「
吏
民
」
と
呼
び
、
地
方
長
官
は
現
地
の
小

吏
と
民
を
「
吏
民
」
と
把
握
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
秦
漢
は
統
一
さ

れ
た
中
国
を
支
配
す
る
中
央
集
権
国
家
と
な
っ
た
。
そ
れ
と
共
に
、

卿
・
大
夫
・
士
・
庶
人
と
い
う
氏
族
社
会
の
秩
序
で
は
な
く
、
官
吏
に

よ
る
中
央
行
政
と
地
方
行
政
が
よ
り
必
要
に
な
る
。
従
っ
て
「
吏
民
」

が
指
す
集
団
も
二
重
構
造
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
中
で
行
政
の

末
端
を
担
う
現
地
の
小
吏
が
国
家
体
制
の
安
定
に
重
要
性
を
増
し
て
く

る）
48
（

。
つ
ま
り
、「
士
民
」
が
礼
秩
序
の
崩
壊
に
よ
る
「
士
」
と
「
民
」

の
一
体
化
で
登
場
し
た
言
葉
と
す
る
な
ら
ば
、「
吏
民
」
は
秦
漢
の
中

央
集
権
化
に
関
連
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
言
葉
と
言
え
よ
う
。

四
、
魏
晋
南
朝
に
お
け
る
「
士
民
」
と
「
士
庶
」

『
三
国
志
』
以
降
の
史
書
を
『
史
記
』『
漢
書
』
と
比
べ
る
と
、「
士

民
」
の
用
例
に
も
変
化
が
見
ら
れ
る
。『
三
国
志
』
及
び
そ
の
裴
松
之

注
に
引
か
れ
る
諸
書
で
は
「
士
民
」
と
い
う
言
葉
は
『
漢
書
』
比
べ
頻

繁
に
用
い
ら
れ
る
。
曹
丕
が
呉
へ
の
遠
征
を
取
り
や
め
た
と
き
、
そ
の

軍
を
引
き
上
げ
た
理
由
に
つ
い
て
「
連
年
水
旱
あ
り
て
、
士
民
は
損
耗

す
る
に
、
功
作
は
前
に
倍
し
、
勞
役
は
昔
に
兼ば

い

す
」
と
水
害
で
「
士

民
」
が
疲
弊
し
て
い
る
所
に
労
役
の
負
担
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
な
い

と
述
べ
る）

49
（

。
魏
の
明
帝
曹
叡
が
宮
殿
を
修
築
す
る
た
め
に
過
酷
な
徭
役

を
課
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
高
堂
隆
は
「
然
ら
ば
則
ち
士
民
は
乃
ち
国

家
之
鎮
な
り
、
穀
帛
は
乃
ち
士
民
之
命
な
り
」
と
諫
言
す
る）

50
（

。
そ
の
他

「
士
民
は
頗
る
労
役
に
苦
し
み
又
疾
癘
あ
り
。
是
に
お
い
て
軍
中
騷
動

す）
51
（

」
等
「
士
民
」
は
軍
役
や
徭
役
の
負
担
者
と
し
て
登
場
す
る
。「
巴

蜀
の
将
吏
士
民
は
諸こ

れ
亮
の
劫
迫
す
る
所
と
な
る）

52
（

」
等
、『
三
国
志
』

で
は
戦
後
処
理
で
敵
方
の
罪
を
赦
す
場
面
で
も
「
将
吏
士
民
」
と
い
う

言
葉
が
使
わ
れ
る
。「
将
」
は
軍
を
率
い
る
者
、「
吏
」
は
官
吏
、「
民
」

は
庶
民
と
す
る
と
、「
士
」
は
ど
の
様
な
階
層
の
人
々
を
指
す
の
で
あ

ろ
う
か
。『
王
隠
蜀
紀
』
で
は
蜀
の
後
主
劉
禅
が
魏
に
降
る
に
あ
た
っ

て
尚
書
郎
の
李
虎
に
「
士
民
簿
」
を
差
し
出
さ
せ
た
と
記
す
。
そ
の
士

民
簿
の
内
容
は
「
領
戸
は
二
十
八
万
、
男
女
の
口
は
九
十
四
万
、
帯
甲

の
将
士
は
十
万
二
千
、
吏
は
四
万
人）

53
（

」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
士
民

簿
の
男
女
の
口
九
十
四
万
の
内
「
将
士
」
十
二
万
二
千
、「
吏
」
は

四
万
、
残
り
八
十
万
近
く
が
女
性
と
「
民
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

「
将
士
」
は
「
民
」
と
「
吏
」
と
も
区
別
さ
れ
て
お
り
、「
士
」
は
「
将
」

に
従
う
兵
士
と
い
う
事
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
魏
の
明
帝
の
時
「
冀
州
士

家
十
万
戸
を
徙
し
河
南
を
実
さ
ん
と
す
」
と
い
う
計
画
が
持
ち
上
が
っ

た）
54
（

。
冀
州
の
「
士
家
」
十
万
戸
と
い
う
数
は
「
吏
」
の
家
族
に
し
て
は
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多
す
ぎ
る
。
お
そ
ら
く
曹
魏
政
権
が
し
ば
し
ば
行
っ
て
い
た
軍
屯
政
策

の
一
環
と
し
て
、
兵
士
を
家
族
共
々
を
河
南
に
移
住
さ
せ
、
兵
戸
を
創

出
し
よ
う
と
し
た
記
事
の
可
能
性
が
あ
る）

55
（

。『
三
国
志
』
で
よ
く
使
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
言
葉
に
「
士
衆
」
が
あ
る
が
「
士
衆
」
が
登
場
す

る
の
は
ほ
と
ん
ど
が
戦
争
に
関
わ
る
場
面
で
主
に
兵
士
を
指
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る）

56
（

。『
三
国
志
』
の
「
士
民
」
の
「
士
」
は
「
吏
」
と
し
て

の
「
士
大
夫
」
で
は
な
く
、「
士
」
は
軍
役
を
負
担
す
る
兵
士
、「
民
」

は
徭
役
を
負
担
す
る
編
戸
民
を
指
す
様
に
な
っ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
故
「
士
」
が
徭
役
負
担
や
戦
争
と
の
関
わ
り
で
多
く
使
わ
れ
て
い

る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
『
晋
書
』
で
は
「
士
民
」
二
個
所
に
し
か
使
わ
れ
て
い
な

い
。
勿
論
『
晋
書
』
で
「
民
」
が
使
わ
れ
て
い
な
い
理
由
と
し
て
、

『
晋
書
』
の
編
纂
を
指
示
し
た
唐
太
宗
李
世
民
の
「
民
」
を
諱
と
し
て

避
け
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
陳
垣
は
『
史
諱

挙
例
』
で
唐
代
で
は
法
令
で
は
諱
の
規
定
は
緩
く
な
っ
て
い
た
が
、
正

史
の
注
釈
等
で
は
当
時
の
風
潮
と
し
て
諱
の
慣
習
が
強
か
っ
た
と
指
摘

す
る）

57
（

。
唐
以
前
に
編
集
さ
れ
て
い
た
旧
『
晋
書
』
で
「
民
」
の
字
が
使

わ
れ
て
い
た
部
分
は
「
人
」「
百
姓
」「
衆
」
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い

る）
58
（

。
と
す
れ
ば
、「
吏
民
」
を
「
吏
人
」「
吏
衆
」、「
士
民
」
を
「
士

人
」「
士
衆
」
に
置
き
換
え
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
『
晋
書
』
で

は
「
吏
の
人
才
之
実
」
と
い
う
表
現
は
あ
る
が）

59
（

「
吏
」
と
「
人
（
民
）」

と
い
う
使
い
方
は
な
い
。
ま
た
「
吏
衆
」
と
い
う
熟
語
は
出
て
こ
な

い
。「
士
人
」
は
十
八
箇
所
で
使
わ
れ
て
い
る
が
「
荊
土
の
士
人
の
宗

廞
」
と
個
人
の
身
分
を
表
し
た
り
、「
今
世
の
士
人
は
決
し
て
良
能
を

悉
さ
ざ
る
也
」
と
官
僚
や
知
識
人
層
を
指
し
て
い
る）

60
（

。「
士
衆
」
の
用

例
も
ほ
と
ん
ど
が
『
三
国
志
』
と
同
じ
く
戦
闘
に
関
わ
る
場
面
で
使
わ

れ
、
兵
士
を
指
し
た
と
思
わ
れ
る）

61
（

。
し
か
し
、『
晋
書
』
陸
機
伝
に
引

用
さ
れ
て
い
る
弁
亡
論
の
一
節
「
慈
和
以
っ
て
士
庶
之
愛
を
結
ぶ
」
は

『
三
国
志
』
孫
晧
伝
の
注
に
引
用
さ
れ
る
文
章
で
は
「
慈
和
以
給
士
民

之
愛
」
で
あ
っ
た）

62
（

。
沈
約
の
『
宋
書
』
と
で
唐
代
の
李
延
寿
の
『
南

史
』
対
比
す
る
と
「
士
民
莫
不
畏
而
愛
之
」
が
「
士
庶
畏
而
愛
之）

63
（

」

に
、「
士
民
畏
憚
、
人
莫
敢
欺
」
が
「
士
庶
畏
憚
」
に）

64
（

、「
城
內
士
民
、

秋
毫
無
所
失
」
が
「
城
內
士
庶
感
悅
」
に
、「
為
士
民
所
愛
詠
」
が

「
為
士
庶
所
愛
詠
」
と
書
き
改
め
ら
れ
て
い
る）

65
（

。
と
す
る
と
『
晋
書
』

の
食
貨
志
等
の
「
将
吏
士
庶
」
も
『
三
国
志
』
に
あ
る
「
将
吏
士
民
」

で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
つ
ま
り
『
晋
書
』
に
な
っ
て
増
え
た
「
士

庶
」
と
い
う
表
現
は
従
来
よ
く
使
わ
れ
て
い
た
「
士
民
」
を
李
世
民
の

諱
を
避
け
書
き
換
え
た
結
果
と
い
う
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。

し
か
し
、『
晋
書
』
の
「
士
庶
」
は
す
べ
て
「
士
民
」
の
書
き
換
え

と
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。『
晋
書
』
の
謝
安
伝
に
は
嶺
南
の
中
宿
県
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で
は
「
士
民
」
と
「
士
庶
」
に
は
ど
ん
な
違
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。『
晋
書
』
で
「
士
庶
」
と
い
う
表
現
の
中
に
「
士
民
」
の
書
き
換

え
が
混
じ
っ
て
い
る
と
す
る
と
、『
晋
書
』
の
「
士
庶
」
と
『
三
国
志
』

以
前
の
「
士
民
」
と
の
違
い
を
明
確
に
す
る
の
は
難
し
い
。
た
だ
『
宋

書
』
王
弘
伝
の
「
同
伍
犯
法
」
の
議
論
も
恩
倖
伝
の
沈
約
の
序
文
も
す

べ
て
「
士
」
と
「
庶
」
の
身
分
の
区
別
を
論
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
「
士
」

と
「
民
」
の
区
別
で
も
「
吏
」
と
「
民
」
の
違
い
に
つ
い
て
述
べ
た
も

の
で
な
い
。
漢
代
の
「
吏
」
の
秩
序
が
官
秩
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い

た
こ
と
は
明
か
で
あ
り
、
国
家
の
側
か
ら
任
命
さ
れ
、
秩
を
受
け
た

「
吏
」
以
外
の
者
は
す
べ
て
「
民
」
と
の
定
義
が
可
能
で
あ
る
。
で
は

「
士
」
と
「
庶
」
の
区
分
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
中

村
圭
爾
は
「
士
」
と
「
庶
」
の
区
分
を
郷
品
の
有
無
の
差
（
社
会
的
身

分)

を
背
景
と
し
、「
士
庶
」
区
分
が
皇
帝
を
頂
点
と
す
る
「
官
―
民
」

の
身
分
（
政
治
的
身
分
）
と
は
異
な
っ
た
六
朝
独
特
の
身
分
関
係
を
形

成
し
た
と
指
摘
す
る）

69
（

。
つ
ま
り
、「
士
」「
庶
」
は
郷
里
の
評
価
を
基
盤

と
す
る
九
品
中
正
制
度
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
一
方
渡
邊
信
一
郎
は

士
農
工
商
の
士
民
分
業
の
理
念
か
ら
、「
士
」
と
「
庶
」
の
違
い
は
労

働
す
る
内
容
の
差
か
ら
生
ま
れ
た
関
係
と
す
る
。
従
っ
て
「
士
」
は
国

家
か
ら
禄
を
受
け
「
産
業
を
営
ま
ず
」
庶
民
に
養
わ
れ
る
。
従
っ
て

「
下
民
と
利
を
争
わ
ず
」、「
清
」
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
守
る
べ
き

か
ら
建
康
に
戻
っ
て
き
た
役
人
が
持
参
し
た
蒲
葵
（
ビ
ロ
ウ
）
の
団
扇

を
謝
安
が
手
に
取
っ
た
所
「
京
師
の
士
庶
競
い
て
市か

い
、
価
増
す
こ
と

数
倍
」
と
い
う
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
『
事
類
賦
』
巻
十
四

「
扇
」
の
項
の
注
に
引
く
『
晋
書
』
の
異
本
で
は
「
是
に
於
い
て
京
都

の
士
庶
競
い
慕
い
、
価
増
す
こ
と
数
倍
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
元
々
の

『
晋
書
』
で
も
「
士
庶
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る）

66
（

。
ま
た
周
顗
が
王
敦
の

乱
で
捕
ら
え
ら
れ
連
行
さ
れ
、
太
廟
で
大
声
で
王
敦
を
罵
り
傷
つ
け
ら

れ
た
時
の
事
と
し
て
『
晋
書
』
は
「
観
る
者
皆
流
涕
す
」
と
述
べ
る
。

こ
れ
に
対
し
『
太
平
御
覧
』
巻
四
百
十
八
人
事
部
忠
貞
の
条
に
引
く
何

法
盛
の
『
晋
中
興
書
』
で
は
「
士
庶
の
聚
り
観
る
者
皆
為
に
流
涕
す
」

と
記
さ
れ
る）

67
（

。
ま
た
、『
芸
文
類
聚
』
巻
五
十
の
職
官
部
六
刺
史
の
項

に
引
く
『
王
隠
晋
書
』
に
は
陶
侃
が
都
督
荊
雍
益
梁
四
州
諸
軍
事
で

あ
っ
た
時
、
飢
饉
に
際
し
穀
物
を
放
出
し
た
結
果
「
士
庶
歓
悦
し
、
咸

な
済
頼
を
蒙
る
」
と
記
さ
れ
る）

68
（

。
現
行
『
晋
書
』
の
編
纂
の
材
料
と

な
っ
た
元
々
の
『
晋
書
』『
晋
紀
』
等
の
諸
本
に
は
す
で
に
「
士
民
」

の
書
き
換
え
で
は
な
く
「
士
庶
」
と
い
う
表
現
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
れ
ら
の
「
士
庶
」
は
「
士
」
も
「
庶
」
も
一
緒
に
な
っ
て
皆
が

同
じ
行
動
を
と
っ
た
と
い
う
箇
所
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、

晋
南
朝
に
は
皇
帝
↓
士
↓
民
、
皇
帝
↓
吏
↓
民
と
平
行
し
て
皇
帝
↓
士

↓
庶
と
い
う
秩
序
が
形
成
さ
れ
て
き
た
と
推
測
さ
れ
る
。
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存
在
に
な
っ
た
と
す
る）

70
（

。
そ
も
そ
も
「
清
」
は
六
朝
貴
族
に
と
っ
て
極

め
て
重
要
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
り
、
郷
品
も
「
清
」
と
い
う
基
準
で

判
断
さ
れ
る）

71
（

。
法
を
犯
せ
ば
「
清
議
」
に
か
け
ら
れ
、
そ
の
結
果
で
免

官
あ
る
い
は
除
名
に
な
り
「
士
」
身
分
を
剥
奪
さ
れ
る）

72
（

。
つ
ま
り
、

「
士
庶
」
の
「
士
」
は
兵
士
で
あ
る
「
士
卒
」
の
「
士
」
で
は
な
く
、

教
養
と
倫
理
を
身
に
つ
け
た
「
士
大
夫
」「
士
人
」
と
し
て
の
「
士
」

で
あ
る
。

沈
約
は
「
士
庶
の
科
は
較
然
と
し
て
弁
つ
あ
り
」
と
い
う
状
況
の
端

緒
が
「
漢
末
喪
乱
」
を
収
拾
す
る
中
で
「
州
都
郡
正
は
才
を
以
っ
て
人

を
品
し
、
而
し
て
世
の
人
才
を
挙
ぐ
る
」
と
い
う
九
品
中
正
制
度
で

あ
っ
た
。
後
に
中
正
が
「
徒
ら
以
っ
て
世
資
に
馮
籍
し
、
も
っ
て
相
い

陵
駕
」
し
た
結
果
「
士
」
と
「
庶
」
の
区
別
が
生
じ
た
と
述
べ
る
。
士

庶
の
差
を
絶
対
的
な
も
の
と
主
張
し
た
江
奥
は
そ
の
理
由
と
し
て
「
士

人
の
盜
贓
を
犯
し
棄
市
及
ば
ざ
る
者
は
、
刑
竟
る
も
自
ら
贓
汙
淫
盜
之

目
に
在
り
。
清
議
は
終
身
に
し
て
赦
さ
る
る
も
原ふ

く

さ
れ
ず
」
と
い
う
点

を
挙
げ
た
。「
庶
」
は
法
に
よ
っ
て
刑
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
罪
は
贖

わ
れ
る
が
、「
士
」
は
そ
の
行
為
は
礼
に
反
す
る
も
の
と
さ
れ
、「
清

議
」
に
か
け
ら
れ
、「
士
」
の
身
分
を
剥
奪
さ
れ
て
大
赦
に
あ
っ
て
も

終
身
回
復
さ
れ
な
い
。
こ
れ
が
「
士
」
と
「
庶
」
の
間
の
違
い
だ
と
い

う）
73
（

。
そ
う
す
る
と
九
品
中
正
制
度
が
成
立
し
「
士
」
の
身
分
が
確
立

し
、「
民
」「
庶
」
と
の
関
係
が
変
化
し
て
き
た
と
こ
ろ
に
注
目
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
先
秦
の
礼
秩
序
に
よ
る
「
士
」
と
「
民
」
の
秩
序
は

漢
代
を
経
て
三
国
に
至
る
と
消
滅
し
、「
士
」
に
は
「
士
卒
」
も
含
ま

れ
軍
役
の
負
担
者
と
し
て
描
か
れ
る
場
面
が
増
え
て
く
る
。
一
方
で
漢

末
か
ら
三
国
に
か
け
て
官
に
つ
か
ず
民
間
で
民
と
共
に
暮
ら
し
、
民
を

教
化
し
尊
敬
を
受
け
る
「
処
士
」
が
増
え
て
く
る）

74
（

。
こ
う
し
た
知
識
人

を
讃
え
起
こ
っ
た
輿
論
が
郷
論
と
言
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
郷
論
を
ふ
ま

え
名
望
家
を
い
か
に
政
権
に
取
り
込
む
の
か
を
重
要
政
策
に
位
置
づ
け

た
の
が
曹
魏
政
権
で
あ
る
。
曹
操
は
崔
琰
に
人
事
を
委
ね
「
清
議
を
総

斉
」
さ
せ）

75
（

、
崔
琰
と
共
に
人
事
を
担
当
し
た
毛
玠
が
「
其
の
挙
げ
て
用

い
る
所
は
皆
清
正
之
士
」
と
い
う）

76
（

。

民
間
の
輿
論
を
示
す
言
葉
と
し
て
「
民
望
」
が
あ
る
。『
漢
書
』
で

は
陳
勝
が
挙
兵
に
際
し
て
太
子
扶
蘇
や
項
燕
の
名
を
詐
称
し
た
り
、
項

梁
が
挙
兵
に
当
た
っ
て
楚
の
懐
王
の
孫
の
心
を
王
に
立
て
旗
頭
と
し
た

こ
と
を
「
民
望
に
従
う
」
と
記
す
な
ど
、
す
べ
て
民
の
輿
論
を
操
作
し

よ
う
と
し
た
記
事
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
『
太
平
御
覧
』
巻

四
百
四
十
五
人
事
部
品
藻
上
の
条
に
引
く
『
王
隠
晋
書
』
に
は
「
会<

稽>
の
楊
彦
明
、
謝
行
言
皆
儒
教
を
服
膺
し
、
民
望
為
る
に
足
る
」

と
顧
栄
が
江
南
の
人
士
を
朝
廷
に
推
薦
す
る
し
た
文
書
で
被
推
薦
者
が

民
か
ら
尊
敬
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
る
。『
晋
書
』
で
は
「
民
」
を
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避
け
「
民
望
」
を
「
公
望
」
と
改
め
て
い
る
。『
王
隠
晋
書
』
の
「
民

望
」
は
『
晋
書
』
で
は
「
衆
望
」
と
「
公
望
」
の
二
つ
の
書
き
換
え
が

な
さ
れ
て
い
る）

77
（

。「
公
望
」
を
「
民
望
」
の
書
き
換
え
と
し
て
て
み
る

と
「
孔
愉
公
才
有
れ
ど
も
公
望
無
し
，
丁
潭
は
公
望
有
れ
ど
も
公
才
無

し
」
と
い
う
記
事
に
注
目
さ
れ
る）

78
（

。
中
正
が
吏
部
に
「
品
」
と
共
に
提

出
す
る
「
状
」
も
吏
部
が
皇
帝
に
人
事
案
件
上
申
し
た
『
山
公
啓
事
』

も
性
と
才
を
書
く
形
式
に
な
っ
て
お
り
、「
公
望
（
民
望
）」
は
性
格
を

示
し
、「
公
才
」
は
才
能
を
示
し
た
表
現
と
推
測
さ
れ
る）

79
（

。
す
な
わ
ち
、

こ
れ
は
中
正
の
人
事
文
書
に
相
当
し
、
人
事
制
度
に
お
い
て
「
民
」
の

輿
論
が
官
僚
人
事
に
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、「
民
」
も
徭
役
を
負
担
す
る
だ
け
で
な
く
、
輿
論
の
担
い
手
と
し

て
意
識
さ
れ
る
様
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

先
述
の
顧
栄
と
は
別
派
で
は
あ
る
が
呉
郡
の
名
族
顧
覬
之
は
子
供
た

ち
が
「
郷
里
士
庶
」
に
多
額
の
負
債
負
わ
せ
て
い
る
こ
と
を
気
に
し

て
、
呉
郡
太
守
と
な
っ
て
赴
任
し
た
際
、
三
男
の
綽
に
証
文
を
出
さ
せ

る
と
そ
れ
を
燃
や
し
、「
遠
近
」
に
負
債
の
返
済
の
必
要
が
な
い
こ
と

を
公
言
し
た）

80
（

。
民
望
が
重
ん
じ
ら
れ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
顧
顗
之

の
行
為
も
民
望
と
し
て
の
「
郷
里
の
士
庶
」
へ
の
配
慮
と
考
え
ら
れ
な

い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、『
晋
書
』
の
路
上
で
あ
っ
た
病
人
を
車
に
乗
せ

自
分
は
歩
い
て
帰
っ
た
り
、
捕
っ
た
魚
を
た
だ
で
人
に
配
っ
た
り
し
た

隠
逸
の
士
の
郭
翻
の
善
行
を
「
士
庶
」
が
「
敬
貴
」
し
た）

81
（

の
も
民
間

「
士
」
と
「
庶
」
の
関
係
で
あ
る
。「
士
」
は
私
的
生
活
で
あ
っ
て
も

「
士
」
と
し
て
の
行
動
「
士
操
」
が
要
求
さ
れ
る
。「
士
庶
」
が
登
場
す

る
『
晋
書
』
や
『
宋
書
』
ど
の
記
事
が
該
当
す
る
の
か
は
は
っ
き
り
し

な
い
が
、「
士
」「
庶
」
関
係
「
士
」「
民
」
関
係
に
は
「
民
望
」
と
し

て
の
あ
り
方
が
前
提
と
し
て
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

以
上
「
士
民
」「
吏
民
」「
士
庶
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
、「
士
」

と
「
民
」「
庶
」
と
の
関
係
が
漢
か
ら
六
朝
に
か
け
て
ど
の
様
に
変
遷

し
て
ゆ
く
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
先
秦
で
は
氏
族
社
会
を
背
景
と
し

た
「
王
↓
卿
・
大
夫
・
士
↓
庶
人
」
の
礼
秩
序
が
重
視
さ
れ
た
。
し
か

し
こ
の
秩
序
は
春
秋
時
代
以
降
の
邑
制
国
家
の
崩
壊
と
共
に
変
化
す

る
。
そ
れ
と
共
に
個
人
の
資
質
を
基
礎
と
す
る
「
士
」
が
生
み
出
さ
れ

「
士
」
と
「
民
」
の
境
界
が
曖
昧
に
な
っ
て
行
く
。
こ
う
し
て
皇
帝
↓

士
↓
民
と
い
う
秩
序
が
生
ま
れ
「
士
民
」
と
い
う
言
葉
も
多
く
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
る
。
も
と
も
と
「
士
」
に
は
祭
祀
、
政
治
、
軍
事
、
生
産

等
様
々
な
役
割
が
あ
っ
た
。「
士
」
が
個
人
の
才
能
に
よ
っ
て
評
価
さ

れ
る
段
階
で
一
人
の
人
間
が
担
っ
て
い
た
「
士
」
の
多
様
な
役
割
は
、
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分
化
す
る
。
文
化
的
才
能
に
よ
っ
て
政
治
の
運
営
を
担
う
「
賢
士
」

「
賢
士
大
夫
」「
文
学
之
士
」
と
い
っ
た
「
士
」、
軍
事
を
担
う
「
士
卒
」

「
士
伍
」「
将
士
」、
徭
役
や
租
税
を
負
担
し
、
国
力
の
基
盤
と
な
る

「
公
士
」「
士
民
」、
こ
の
よ
う
な
多
様
な
「
士
」
が
登
場
す
る
。
一
方

で
皇
帝
を
頂
点
と
す
る
中
央
集
権
国
家
を
構
築
す
る
た
め
に
は
、
皇
帝

の
命
令
を
末
端
ま
で
に
行
き
渡
ら
せ
る
た
め
に
官
僚
と
し
て
の
「
吏
」

の
役
割
が
重
要
と
な
る
。
す
な
わ
ち
皇
帝
↓
長
吏
↓
小
吏
↓
民
の
支
配

構
造
で
あ
る
。
そ
の
た
め
漢
代
の
地
方
社
会
で
も
地
元
か
ら
「
吏
」
が

採
用
さ
れ
、
行
政
の
末
端
を
担
う
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
「
士
」
よ
り

「
吏
」
の
方
の
役
割
が
重
要
に
な
り
「
吏
民
」
と
い
う
言
葉
も
頻
用
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
後
漢
に
な
り
、
こ
の
行
政
の
末
端
の

「
吏
」
に
地
方
の
有
力
者
が
掾
史
と
し
て
入
り
込
む
よ
う
に
な
り
、
地

方
社
会
の
自
立
性
が
高
ま
り
、
漢
末
の
騒
乱
を
迎
え
る
。『
三
国
志
』

で
も
「
士
民
」
の
用
例
が
増
え
る
が
そ
こ
に
は
礼
制
的
な
色
彩
は
な

い
。
む
し
ろ
軍
事
に
関
わ
る
所
で
よ
く
使
用
さ
れ
る
。
つ
ま
り
漢
帝
国

の
崩
壊
に
よ
る
混
乱
の
中
で
、
戦
乱
が
起
こ
り
「
士
」
は
兵
士
を
指
し

た
り
、「
士
」「
民
」
に
は
支
配
者
側
か
ら
戦
乱
を
乗
り
込
め
る
た
め
食

糧
生
産
と
軍
役
に
対
す
る
貢
献
が
求
め
ら
れ
る
。「
士
民
」
は
税
役
、

戦
乱
に
苦
し
め
ら
れ
る
立
場
と
し
て
描
か
れ
て
く
る
。

『
晋
書
』
に
な
る
と
「
士
庶
」
と
い
う
言
葉
が
よ
く
使
わ
れ
る
よ
う

に
な
る
。『
晋
書
』
の
場
合
編
纂
を
命
じ
た
唐
の
太
宗
李
世
民
の
諱
を

避
け
、「
民
」
は
様
々
な
言
い
換
え
が
さ
れ
る
。「
士
庶
」
の
一
部
は

「
士
民
」
の
書
き
換
え
と
い
う
側
面
も
見
逃
せ
な
い
。
し
か
し
、
現
行

『
晋
書
』
の
下
敷
き
と
な
っ
た
旧
『
晋
書
』
で
も
「
士
庶
」
の
使
用
例

が
あ
り
、
諱
を
避
け
る
必
要
の
な
い
『
宋
書
』
で
は
「
士
庶
」「
士
民
」

併
存
す
る
。『
宋
書
』
で
は
「
士
」
と
「
庶
」
の
身
分
差
も
議
論
さ
れ

て
い
る
。
そ
も
そ
も
「
士
」
と
「
庶
」
の
違
い
は
知
識
労
働
を
に
な
う

「
士
」
と
肉
体
労
働
を
行
う
「
農
工
商
」
の
「
庶
」
の
分
業
関
係
に
も

関
係
す
る
。
同
伍
犯
法
の
論
議
は
九
品
中
正
制
度
に
よ
る
任
官
資
格
で

あ
る
郷
品
の
有
無
、「
士
」
を
法
で
な
く
「
清
議
」
に
よ
っ
て
裁
く
と

い
う
仕
組
み
を
背
景
と
す
る
。「
士
」
が
「
庶
」
と
区
別
さ
れ
る
様
に

な
っ
た
背
景
に
は
九
品
中
正
制
度
が
あ
る
。「
品
」
を
得
る
た
め
に
は

「
民
望
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
「
民
」
に
も
税
役
を
負
担

す
る
だ
け
で
な
く
、「
士
」
の
人
格
を
評
価
す
る
と
い
う
役
割
も
与
え

ら
れ
て
く
る
。
一
方
で
「
士
」
が
特
権
化
す
る
た
め
に
は
、「
士
」
に

は
「
農
工
商
」
の
「
庶
民
」
と
は
違
っ
た
社
会
的
義
務
を
果
た
す
人
格

性
が
必
要
と
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

九
品
中
正
制
度
に
よ
り
「
品
」
を
得
て
官
僚
と
な
っ
た
「
士
」
は
世

襲
的
に
そ
の
地
位
を
独
占
し
、
門
閥
貴
族
に
転
化
し
た
。
こ
の
門
閥
化

の
弊
害
を
避
け
る
た
め
に
試
験
制
度
に
よ
っ
て
「
士
」
の
資
格
を
認
定



－ 62 －

す
る
科
挙
が
導
入
さ
れ
る
。
隋
唐
を
経
て
宋
代
に
至
る
と
、
郷
論
に
よ

る
「
品
」
で
は
な
く
科
挙
試
験
の
結
果
に
よ
り
「
士
大
夫
」
と
し
て
官

僚
資
格
を
得
る
。
こ
う
し
て
読
書
人
と
も
呼
ば
れ
る
近
世
的
な
「
士
大

夫
」
が
登
場
す
る
。
氏
族
社
会
を
背
景
と
し
た
先
秦
の
「
卿
大
夫
士
」

秩
序
の
崩
壊
過
程
で
生
ま
れ
た
「
士
民
」
社
会
、
中
央
集
権
を
図
っ
た

秦
漢
帝
国
に
よ
る
「
吏
民
」
秩
序
と
宋
代
以
降
の
科
挙
官
僚
体
制
と
の

中
間
段
階
に
「
士
」
と
「
庶
」（
民
）
関
係
が
存
在
し
た
の
で
な
い
だ

ろ
う
か
。

な
お
、
本
稿
は
中
国
語
で
発
表
し
た
「
士
庶
考
」
の
「
士
」
と
「
民
」

「
庶
」
に
つ
い
て
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
日
本
語
版
と
し
て
述
べ
た
も
の
で

あ
る）

82
（

。「
士
庶
」
で
示
さ
れ
る
言
葉
の
内
実
、「
小
吏
」
が
「
胥
吏
」
へ

と
変
化
し
て
行
く
過
程
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
検
討
し
、
別
稿
と
し
た
い
。

注

 

（
1
）
拙
稿
「
中
国
史
研
究
に
お
け
る
『
社
会
』
と
『
人
間
』
の
把
握
を
め

ぐ
っ
て
」『
中
国　

社
会
と
文
化
』、
七
、一
九
九
二
等
参
照 

 

（
2
）
谷
川
道
雄
「
中
国
士
大
夫
社
会
と
現
代
」（『
思
想
』
一
九
七
二　

一
二

月
号
）、
葭
森
他
執
筆
『
中
国
思
想
文
化
事
典
』（
東
京
大
学
出
版
会　

二
〇
〇
一
）「
士
大
夫
」
の
項
目
他 

 

（
3
）
小
倉
は
閻
歩
克
「≪

士≫

形
義
源
流
衍
変
説
略
」（『
学
人
』
一
、

一
九
九
一
）
を
参
照
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。 

 

（
4
）『
宋
書
』
巻
九
十
四
恩
倖
伝 

（
5
）『
宋
書
』
巻
四
十
二
王
弘
伝
。
南
朝
に
至
り
士
庶
の
身
分
の
差
が
極
め

て
大
き
く
な
っ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
岡
崎
文
夫
「
南
朝
に
お
け
る

士
庶
区
分
に
就
い
て
の
小
研
究
」（『
南
北
朝
に
於
け
る
社
会
経
済
制
度
』

弘
文
堂
書
房
一
九
三
五　

所
収
）、
増
村
宏
「
宋
書
王
弘
伝
の
同
伍
犯
法

の
論
議
」（
鹿
児
島
大
学
文
理
学
部
『
文
科
報
告
』
四　

一
九
五
五
）、
宮

﨑
市
定
『
九
品
官
人
法
の
研
究
』（
東
洋
史
研
究
会
刊　

一
九
五
六
）、
中

村
圭
爾
「『
士
庶
区
分
』
小
論
」（『
史
学
雑
誌
』
八
八
―
二
、一
九
七
九　

『
六
朝
貴
族
制
研
究
』
風
間
書
房　

一
九
八
七
再
録
）、
川
合
安
「
南
朝
・

宋
初
の
『
同
伍
犯
法
』
の
論
議
」（『
集
刊
東
洋
学
』
六
七
、一
九
九
二)

、

「
南
朝
の
士
庶
区
別
」（『
東
北
大
学
東
洋
史
論
集
』
一
二
、二
〇
一
六
）、

等
で
議
論
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
に
引
用
さ
れ
る
の
が
『
宋
書
』
の
王
弘

伝
と
恩
倖
伝
の
記
述
で
あ
る
。「
実
自
天
隔
」
に
つ
い
て
は
、「
士
庶
之
科
，

較
然
有
弁
」
は
っ
き
り
と
し
た
差
が
あ
る
と
い
う
内
容
に
合
わ
せ
て
「
実

に
自
ず
か
ら
天
の
隔
た
り
あ
り
」
と
読
ん
で
お
く
。
な
お
江
奥
の
議
に
対

し
て
、
王
弘
は
律
令
に
は
士
庶
の
区
別
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
が
実
際
は

恩
赦
に
よ
り
赦
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
実
情
に
合
わ
せ
て
士
人
は
同
伍

か
ら
外
し
て
は
ど
う
か
と
提
案
し
、
こ
の
意
見
に
文
帝
が
従
っ
た
。 

 

（
6
）
拙
稿
「
中
国
中
世
の
士
大
夫
」（『
東
洋
の
知
識
人
』
朋
友
書
店　

一
九
九
五　

所
収
）、「
中
世
的
士
大
夫
」（『
新
哲
学
』
二　

二
〇
〇
三
）、

谷
川
道
雄
『
中
国
中
世
社
会
と
共
同
体
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
六
）、

『
中
国
中
世
の
探
求
』（
日
本
エ
デ
ィ
タ
―
ス
ク
―
ル
出
版
部
、

一
九
八
七
）、
川
勝
義
雄
『
六
朝
貴
族
制
社
会
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、

一
九
八
二
）、
森
三
樹
三
郎
『
六
朝
士
大
夫
の
精
神
』（
同
朋
舎　

一
九
八
六
）、
吉
川
忠
夫　
『
六
朝
精
神
史
研
究
』（
同
朋
舎　

一
九
八
四
）

等
参
照 

 

（
7
）
宇
都
宮
清
吉
「
詩
経
国
風
の
農
民
詩
」（『
龍
谷
史
壇
』
六
五　

一
九
七
二　
『
中
国
古
代
中
世
史
研
究
』
創
文
社　

一
九
七
七　

再
録
）、
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「
詩
経
時
代
の
社
会
」（『
名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』
五　

一
九
七
八
）  

 

（
8
）
増
淵
龍
夫
『
新
版
中
国
古
代
の
社
会
と
国
家
』（
岩
波
書
店

一
九
九
六
）、
松
井
嘉
徳
『
周
代
国
制
の
研
究
』（
汲
古
書
院　

二
〇
〇
二
）
吉
本
道
雅
『
中
国
先
秦
史
の
研
究
』（
京
都
大
学
学
術
出
版

会 

二
〇
〇
五
）、
他
参
照 

 

（
9
）『
春
秋
左
氏
伝
』
哀
公
元
年 

 

（
10
）
同
前 

 

（
11
）『
国
語
』
越
語 

 

（
12
）『
史
記
』
巻
四
十
一
越
王
句
践
世
家 

 

（
13
）『
漢
書
』
巻
四　

文
帝
紀 

 

（
14
）『
漢
書
』
卷
八 

宣
帝
紀 

 

（
15
）『
漢
書
』
卷
十
四　

諸
侯
王
表
第
二
、 

 

（
16
）『
漢
書
』
巻
六
十
五　

東
方
朔
伝
、
同
じ
文
章
が
『
史
記
』
巻

百
二
十
六
東
方
朔
伝
に
載
る
。 

 

（
17
）『
漢
書
』
巻
六
十
七　

梅
福
伝 

 

（
18
）『
漢
書
』
巻
十
九
百
官
公
卿
表
上 

 

（
19
）
高
村
武
幸
「
漢
代
の
材
官
・
騎
士
の
身
分
に
つ
い
て
」（『
日
本
秦
漢
史

学
会
報
』
五　

二
〇
〇
四
）
が
従
来
の
議
論
を
簡
潔
に
ま
と
め
て
い
る
。 

 

（
20
）『
史
記
』
巻
八
高
祖
本
紀 

 

（
21
）『
漢
書
』
巻
五
景
帝
紀 

 

（
22
）
同
前
注 

 

（
23
）『
漢
書
』
卷
二
十
五
上 

郊
祀
志
上 

 

（
24
）『
漢
書
』
巻
九
十
一
貨
殖
列
伝 

 

（
25
）『
春
秋
左
氏
伝
』
荘
公
十
年 

 

（
26
）『
史
記
』
巻
七
十
五
孟
嘗
君
烈
伝 

 

（
27
）『
漢
書
』
巻
二
十
四
上
食
貨
志
上 

 

（
28
）
渡
邊
信
一
郎
「
荀
子
の
国
家
論
」（『
史
林
』
六
六
―
一　

一
九
八
三
）、

「
清
」（『
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
』
人
文
三
一　

一
九
七
九
、共
に
『
中

国
古
代
国
家
の
思
想
構
造
―
専
制
国
家
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
―
』 

校
倉
書
房　

一
九
九
四　

に
再
録
）
は
四
民
分
業
論
と
「
士
」
に
つ
い
て
考
察
を
加
え

て
い
る
。 

 

（
29
）
増
淵
龍
夫
『
中
国
古
代
の
社
会
と
国
家
』（
弘
文
堂
、
一
九
五
九
）
所

収
諸
論
文
、
江
村
治
樹
「
賢
の
観
念
か
ら
見
た
る
西
漢
官
僚
の
性
格
」

（『
東
洋
史
研
究
』
三
四
―
二
、一
九
七
五
） 
 

（
30
）『
史
記
』
巻
百
一
袁

伝  
 

（
31
）『
漢
書
』
巻
八
十
九
循
吏
伝 

 

（
32
）『
漢
書
』
卷
八 

宣
帝
紀 

 

（
33
）『
史
記
』
巻
百
二
十
一
儒
林
伝
、『
漢
書
』
巻
八
十
八
に
同
じ
文
が
載
る
。 

 

（
34
）『
史
記
』
卷
一
百
六 

吳
王
濞
伝 

 

（
35
）『
史
記
』
卷
一
百
四 

田
叔
伝 

 

（
36
）『
漢
書
』
卷
四
文
帝
紀
、
同
じ
文
が
『
史
記
』
巻
十
孝
文
本
紀
に
載
る
。 

 

（
37
）『
漢
書
』
卷
七
昭
帝
紀 

 

（
38
）『
漢
書
』
巻
六
武
帝
紀 

 

（
39
）『
漢
書
』
巻
六
武
帝
紀 

 

（
40
）『
漢
書
』
巻
六
武
帝
紀 

 

（
41
）『
漢
書
』
卷
八
十
九
文
翁
伝 

 

（
42
）『
漢
書
』
卷
八
十
九 

召
信
臣
伝 

 

（
43
）『
漢
書
』
巻
十
九
百
官
公
卿
表
上
、『
史
記
』『
漢
書
』
の
他
の
箇
所
で

は
「
小
吏
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。 

 
（
44
）『
後
漢
書
』
志
二
十
八　
「
百
官
」
五　

注
引
『
漢
官
』。
渡
邊
信
一
郎

は
こ
の
史
料
と
『
通
典
』
巻
三
十
六
の
後
漢
官
秩
差
次
記
述
か
ら
、
後
漢

の
吏
の
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
小
吏
で
あ
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
（「
孝

経
の
国
家
論
」『
中
国
貴
族
制
社
会
の
研
究
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究

所
所
収
、
一
九
八
七　
『
中
国
古
代
国
家
の
思
想
構
造
―
専
制
国
家
と
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
―
』
前
掲
再
録
） 
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（
45
）
宇
都
宮
清
吉
「
中
国
古
代
中
世
史
把
握
の
た
め
の
一
視
角
」（『
中
国
中

世
史
研
究
』
東
海
大
学
出
版
会
所
収　

一
九
七
〇
、『
中
国
古
代
中
世
史

研
究
』
前
掲
再
録
） 

 

（
46
）
鷹
取
祐
司
「
漢
代
三
老
の
変
化
と
教
化
」（『
東
洋
史
研
究
』
五
三
―
二

　

一
九
九
四
）。
鷹
取
は
公
権
力
が
郷
里
社
会
に
浸
透
す
る
に
伴
い
、
父

老
や
豪
傑
と
い
っ
た
郷
里
社
会
の
指
導
的
な
者
か
ら
、
教
化
の
象
徴
的
役

割
を
担
う
名
声
高
い
人
物
が
選
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
。 

 

（
47
）
増
淵
龍
夫
「
所
謂
東
洋
的
専
制
主
義
と
共
同
体
」『
一
橋
論
叢
』
四
七
―

三　

一
九
六
二　
『
新
版
中
国
古
代
の
社
会
と
国
家
』
前
掲
再
録) 

 

（
48
）
長
沙
走
馬
楼
出
土
の
呉
簡
に
は
「
南
郷
謹
列
嘉
禾
四
年
吏
民
田
家
別
頃

畝
早
熟
収
米
銭
布
付
授
吏
姓
名
年
月
都
莂
」
と
い
う
書
き
出
し
に
続
き
、

そ
れ
ぞ
れ
の
木
簡
に
土
地
の
所
有
高
、
収
穫
、
税
額
、
収
税
し
た
役
所
の

吏
の
名
前
が
記
さ
れ
る
。
一
般
に
「
嘉
禾
吏
民
田
家
莂
」
と
呼
ば
れ
る
こ

の
文
書
は
徴
税
台
帳
で
あ
り
、「
吏
民
」
に
は
農
民
が
含
ま
れ
て
い
る
。

出
土
呉
簡
で
は
「
吏
民
」
は
「
吏
」
と
「
民
」
を
合
わ
せ
た
人
々
を
指
し

て
い
る
。 

 

（
49
）『
三
国
志
』
巻
十
三　

王
朗
伝
注
引
『
魏
書
』 

 

（
50
）『
三
国
志
』
巻
二
十
五　

高
堂
隆
伝
、 

 

（
51
）『
三
国
志
』
巻
十
五　

賈
逵
伝
注
引
『
魏
略
』、
ま
た
『
三
国
志
』
巻

二
十
八
鄧
艾
伝
で
は
鄧
艾
が
き
ち
ん
と
統
治
を
行
っ
た
の
で「
士
民
之
役
」

を
拒
む
者
が
な
か
っ
た
と
記
さ
れ
る
。 

 

（
52
）『
三
国
志
』
巻
三
明
帝
紀
注
引
『
魏
略
』、
そ
の
他
『
三
国
志
』
巻
三
明

帝
紀
、
巻
四
三
少
帝
紀
、
卷
七
臧
洪
伝
、
巻
二
十
三
唐
咨
伝
、
巻
二
十
八

鍾
会
伝
に
同
様
の
記
載
が
あ
る
。
な
お
後
述
の
通
り
「
将
吏
士
庶
」
は
『
晋

書
』
に
も
あ
る
が
「
将
吏
士
民
」
は
『
三
国
志
』
独
特
の
表
現
で
あ
る
。 

 

（
53
）『
三
国
志
』
巻
三
十
三　

後
主
伝
注
引
『
王
隠
蜀
紀
』 

 

（
54
）『
三
国
志
』
巻
二
十
五
辛

伝 
 

（
55
）
濱
口
重
國
「
後
漢
末
・
曹
操
時
代
の
於
け
る
兵
民
の
分
離
に
就
い
て
」

（『
東
方
学
報
』
東
京
一
一　

一
九
四
〇
、『
秦
漢
隋
唐
史
の
研
究
』
上
巻

　

東
大
出
版
会　

一
九
六
六
に
再
録
）
で
も
こ
の
史
料
を
兵
民
分
離
を
示

す
も
の
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。 

 

（
56
）『
三
国
志
』
で
士
衆
が
軍
事
行
動
と
の
関
係
で
出
て
く
る
場
面
は
以
下

の
通
り
で
あ
る
。『
三
国
志
』
巻
一
武
帝
紀
、
巻
六
董
卓
伝
注
引
『
献
帝

起
居
中
』、
巻
六
袁
述
伝
注
引
『
魏
書
』、
巻
八
公
孫
淵
伝
注
引
『
魏
略
』、

巻
九
夏
侯
淵
伝
、
巻
十
三
王
粛
伝
、
巻
十
七
于
禁
伝
、
巻
二
十
五
高
堂
隆

伝
、
巻
二
十
七
王
基
伝
注
引
『
司
馬
彪
戰
略
』、
巻
二
十
八
鄧
艾
伝
、
巻

二
十
八
鍾
会
伝
、
巻
三
十
五
董
厥
伝
注
引
『
張
儼
作
默
記
』、
巻
三
十
六

関
羽
伝
、
巻
三
十
七
法
正
伝
、
巻
三
十
九
劉
巴
伝
注
引
『
零
陵
先
賢
伝
』、

巻
四
十
魏
延
伝
、
巻
四
十
一
費
詩
伝
、
巻
四
十
一
姜
維
伝
注
引
『
晋
陽

秋
』、
巻
四
十
六
孫
堅
伝
、
巻
四
十
七
注
引
『
呉
書
』、
巻
四
十
九
太
史
慈

伝
、
巻
五
十
一
孫
賁
伝
、
巻
五
十
二
顧
雍
伝
注
引
『
呉
書
』、
巻
五
十
四

周
瑜
伝
、
魯
粛
伝
、
呂
蒙
伝
、
巻
五
十
五
甘
寧
伝
、
巻
五
十
六
呂
範
伝
注

引
『
江
表
伝
』、
巻
五
十
六
朱
桓
伝
、
巻
五
十
八
陸
遜
伝
、
巻
六
十
全
琮

伝
、
呂
岱
伝
，
巻
六
十
四
孫

伝 
 

（
57
）
陳
垣
『
史
諱
挙
例
』
巻
八 

 

（
58
）
た
と
え
ば
、『
三
国
志
』
巻
四
三
少
帝
紀
注
引
『
晋
紀
』
の
「
今
疆

騒
動
、
民
心
疑
惑
」
が
『
晋
書
』
巻
一
宣
帝
紀
で
は
「
疆

騷
動
，
衆
心

疑
惑
」、『
太
平
御
覧
』
巻
百
四
十
八
皇
親
部
十
四
に
引
く
『
王
隠
晋
書
』

の
「
早
害
太
子
、
絶
民
望
」
が
巻
三
十
一
賈
皇
后
伝
で
は
「
絶
衆
望
」、

『
太
平
御
覧
』
巻
四
百
四
十
五
人
事
部
品
藻
上
の
条
に
引
く
『
王
隠
晋
書
』

の
「
足
為
民
望
」
が
巻
六
十
八
顧
栄
伝
で
は
「
足
為
公
望
」、『
太
平
御
覧
』

巻
二
百
六
十
一
職
官
部
五
十
九
良
太
守
中
に
引
く
『
王
隠
晋
書
』
の
「
値

歳
荒
民
饑
」
が
巻
四
十
四
鄭
默
伝
で
は
「
歳
荒
人
饑
」、
お
な
じ
く
『
太

平
御
覧
』
巻
二
百
六
十
一
職
官
部
五
十
九
に
引
く
『
晋
中
興
書
』
の
「
時

郡
荒
民
飢
」
が
巻
九
十
三
王
蘊
伝
で
は
「
属
郡
荒
人
飢
」、『
太
平
御
覧
』

巻
七
百
六
十
二
器
物
部
七
堪
に
引
く
『
王
隠
晋
書
』
の
「
民
獲
便
宜
」
が
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巻
四
十
六
劉
頌
伝
で
は
「
百
姓
獲
其
便
利
」、『
太
平
御
覧
』
巻

七
百
七
十
四
車
部
三
輦
に
引
く
『
王
韶
晋
紀
』
の
「
民
何
為
怨
」
が
巻

九
十
九
桓
玄
伝
で
は
「
神
怒
人
怨
」、『
太
平
御
覧
』
四
百
七
十
一
人
事
部

百
十
二
富
上
に
引
く
王
隠
『
晋
書
』
の
「
令
民
称
力
取
之
」
が
巻
六
十
九

刁
逵
伝
で
は
「
令
百
姓
稱
力
而
取
之
」
に
な
る
。
た
だ
、
旧
『
晋
書
』
や

『
晋
紀
』
で
「
民
」
の
字
が
使
わ
れ
て
い
る
部
分
が
現
行
『
晋
書
』
で
省

か
れ
て
い
る
所
も
多
い
。 

 

（
59
）『
晋
書
』
巻
四
十
二
王
渾
伝 

（
60
）『
晋
書
』
巻
四
十
二
郭
舒
伝
、
巻
四
十
六
劉
頌
伝
等

 

（
61
）『
晋
書
』
巻
四
十
三
郭
舒
伝
、『
晋
書
』
巻
四
十
六
劉
頌
伝
、
そ
の
他
巻

二
十
五
輿
服
志
、
巻
二
十
六
食
貨
志
、
巻
三
十
刑
法
志
、
巻
三
十
九
王
浚

伝
、
巻
四
十
二
唐
彬
伝
、
巻
五
十
一
摯
虞
伝
、
巻
五
十
六
江
統
伝
、
孫
楚

伝
、
巻
六
十
五
王
道
伝
、
巻
六
十
六
陶
侃
伝
、
巻
六
十
八
顧
栄
伝
、
巻

七
十
劉
超
伝　

巻
八
十
七
李
玄
盛
伝
、
巻
九
十
五
幸
霊
伝
、
巻
百
二
劉
聡

載
記
、
巻
百
二
十
一
李
寿
載
記 

 

（
62
）『
晋
書
』
巻
五
十
四
陸
機
伝
と
『
三
国
志
』
巻
四
十
八
孫
晧
伝
史
評
の

注
に
引
用 

 

（
63
）『
宋
書
』
巻
五
十
一
劉
道
規
伝
と
『
南
史
』
巻
十
三
劉
道
規
伝 

 

（
64
）『
宋
書
』
巻
七
十
四
沈
攸
之
伝
と
『
南
史
』
巻
三
十
七
沈
攸
之
伝 

 

（
65
）『
宋
書
』
巻
八
十
六
劉
勔
伝
と
『
南
史
』
巻
三
十
九
劉
勔
伝 

及
び
『
宋

書
』
巻
九
十
二
陸
徽
伝
と
『
南
史
』
巻
四
十
八
陸
徽
伝 

 

（
66
）『
事
類
賦
』
巻
十
四
「
扇
」
注
、
こ
こ
で
は
『
晋
書
』
と
し
て
引
用
さ

れ
て
い
る
が
、『
九
家
旧
晋
書
』
の
輯
本
を
作
っ
た
湯
球
は
こ
れ
を
臧
栄

緒
の
『
晋
書
』
と
し
て
い
る
。 

 

（
67
）『
太
平
御
覧
』
巻
四
百
十
八
人
事
部
引
『
晋
中
興
書
』 

 

（
68
）『
芸
文
類
聚
』
巻
五
十
の
職
官
部
六
引
『
王
隠
晋
書
』。
現
行
の
『
晋
書
』

に
は
こ
の
一
節
は
欠
如
。 

 

（
69
）
中
村
圭
爾
「『
士
庶
区
分
』
小
論
」（
前
掲
） 

 

（
70
）
渡
邊
信
一
郎
「
清
」（
前
掲
） 

 

（
71
）
拙
稿
「
門
閥
貴
族
支
配
及
清
的
理
念
」（『
文
史
哲
』
一
九
九
三
年
三

期
）、「
中
国
中
世
の
士
大
夫
」（『
東
洋
の
知
識
人
』　

朋
友
書
店　

一
九
九
五
所
収
）
参
照 

 

（
72
）
中
村
圭
爾
「
晋
南
朝
の
除
名
に
つ
い
て
」（『
人
文
研
究
』
二
五
―
一
一

　

一
九
七
四　
『
六
朝
貴
族
制
研
究
』
前
掲
再
録
） 
 

（
73
）『
宋
書
』
巻
四
十
二
王
弘
伝 
 

（
74
）
川
勝
義
雄
「
漢
末
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
」（『
東
洋
史
研
究
』
二
五
―

四　

一
九
六
七　
『
六
朝
貴
族
制
社
会
の
研
究
』 

岩
波
書
店
、
一
九
八
二

再
録
）、
都
築
晶
子
「
後
漢
末
の
社
会
秩
序
の
形
成
に
つ
い
て
」（『
名
古

屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
』
五　

一
九
七
八
）
参
照 

 

（
75
）『
三
国
志
』
巻
十
二
崔
琰
伝
注
引
『
先
賢
行
狀
』、
崔
琰
、
毛
玠
等
曹
魏

政
権
初
期
の
吏
部
人
事
と
輿
論
の
関
係
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
六
朝
貴
族
制

形
成
期
の
吏
部
官
僚
」（『
中
国
中
世
史
研
究 

続
編
』
京
都
大
学
出
版
会

所
収　

一
九
九
五
）
参
照 

 

（
76
）『
三
国
志
』
巻
十
二
毛
玠
伝 

 

（
77
）『
晋
書
』
で
は
『
太
平
御
覧
』
巻
百
四
十
八
の
『
王
隠
晋
書
』
の
「
早

害
太
子
、
絶
民
望
」
が
「
絶
衆
望
」
に
、『
太
平
御
覧
』
の
『
王
隠
晋
書
』

の
「
足
為
民
望
」
が
「
足
為
公
望
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。「
衆
望
」
は

巻
三
武
帝
紀
の
「
永
答
衆
望
」
や
巻
三
十
九
の
「
実
允
衆
望
」
等
『
漢
書
』

と
同
じ
く
政
権
に
対
す
る
人
民
の
輿
論
を
指
す
と
き
に
使
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
本
文
に
述
べ
る
通
り
「
公
望
」
は
個
人
に
対
す
る
民
衆
の
評

判
を
書
き
記
す
場
合
に
使
わ
れ
て
い
る
。 

 
（
78
）『
晋
書
』
巻
七
十
六
虞
𩦎
伝
。
同
じ
話
が
『
晋
書
』
巻
七
十
八
丁
潭
伝

に
載
る
。 

 

（
79
）
拙
稿
「『
山
公
啓
事
』
の
研
究
」（『
中
国
貴
族
制
社
会
の
研
究
』
京
都

大
学
人
文
科
学
研
究
所
刊
所
収
一
九
八
七
）、 

 

（
80
）『
宋
書
』
巻
八
十
一
顧
覬
之
伝 
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（
81
）『
晋
書
』
巻
九
十
四　

郭
翻
伝 

 

（
82
）「
士
庶
考
」（『
日
本
中
国
史
研
究
年
刊
二
〇
〇
八
年
度
版
』
上
海
古
籍

出
版
社
刊　

二
〇
一
一
）

 

（
編
集
委
員
会
注
記　

本
論
考
は
本
文
末
尾
に
あ
る
よ
う
に
筆
者

葭
森
氏
が
嘗
て
中
文
で
発
表
し
た
も
の
を
、
筆
者
自
身
に
よ
る
大

幅
な
補
訂
を
経
て
再
発
表
し
た
も
の
で
す
。
我
が
国
の
読
者
に
も

広
く
紹
介
し
た
い
と
思
い
、
こ
こ
に
掲
載
し
た
次
第
で
す
。） 

（
よ
し
も
り　

け
ん
す
け　

徳
島
大
学
名
誉
教
授
）




